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（午前９時４５分 開会） 

○議長（中西和夫君）  おはようございます。 

ただいまの出席議員は１３名で、全員出席であります。  

これより、平成２９年第１回斑鳩町議会定例会を開会いたします。  

ただいまから、本日の会議を開きます。  

初めに、町長より議会招集の挨拶をお受けいたします。  

小城町長。  

○町長（小城利重君）  おはようございます。 

平成２９年第１回町議会定例会を招集いたしましたところ、議員皆様には、公私何か

とお忙しい中ご出席を賜り、厚くお礼を申しあげます。  

平素は、町政諸般にわたり格別のご支援とご協力を賜り、心から感謝を申しあげます。  

本年は、町制施行７０周年の記念の年であり、まさしくその施行日であります２月１

１日には７０周年記念のマラソン大会を、また、２月１８日には近畿歴史まちづくりサ

ミットを、さらに、１８日・１９日の２日間にわたって聖徳太子市を開催いたしたとこ

ろ、議員皆様のご理解とご協力のもと、町内外から多くの方にご参加いただき、盛大に

開催することができました。この場をおかりいたしまして厚くお礼申しあげますととも

に、今後とも７０周年記念事業に対しまして一層のご理解とご協力を賜りますようお願

い申しあげます。  

さて、本定例会は、斑鳩町地域福祉計画推進協議会設置条例についてなど３１議案を

提出させていただいております。いずれの議案につきましても、温かいご審議を賜りま

して、原案どおりご承認いただきますようお願い申しあげます。  

また、去る１月３０日から２月３日まで５日間にわたり、佐伯、中川両監査委員には

平成２８年度の定期監査を実施していただいたところでありますが、終始熱心かつ厳正

な監査を賜り、ここに深く感謝を申しあげる次第でございます。本日その結果をご報告

いただくことになっておりますが、どうぞよろしくお願い申しあげます。  

平成２９年度の施政方針及び提出議案の説明は後刻とさせていただくこととし、簡卖

でございますけども、招集のあいさつとさせていただきます。  

ありがとうございました。  

○議長（中西和夫君）  ただいまから、議事に入ります。  

本定例会の議事日程は、お手元に配布いたしております議事日程表のとおりでありま

す。よって、これに従い、議事を進めてまいります。  
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まず、日程１．会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１２

７条の規定により議長において指名いたします。  

本定例会の会議録署名議員には、１０番、坂口議員、１１番、濱議員を指名いたしま

す。両議員には、会期中よろしくお願いをいたします。  

続きまして、日程２．会期の決定についてを議題といたします。  

お諮りいたします。  

本定例会の会期を本日から本月２４日までの２４日間と定めることについて、これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日から本月２４日までの２４日間と決定いたしました。  

次に、日程３．建設水道常任委員長報告についてを議題といたします。  

平成２８年第４回斑鳩町議会定例会において、建設水道常任委員会の閉会中における

継続審査とされましたことについての審査結果の報告を求めます。  

１０番、坂口委員長。  

○１０番（坂口徹君）  それでは、建設水道常任委員会委員長報告をさせていただきます。  

去る２月１５日、委員会を開き、継続審査案件、委員会所管に係る事案について報告

を受け、審査を行いましたので、その概要について報告いたします。  

初めに、１．継続審査について、（１）都市基盤整備事業について、①都市計画道路

の整備促進に関することについて、まず、いかるがパークウェイの整備について、現在、

岩瀬橋西詰めから三室交差点までの区間において用地の取得に取り組んでいただいてお

り、本年度では、三室交差点付近の交差点改良の範囲を含めて６件の用地協力の契約を

いただいており、残る用地も用地協力にご理解いただいている状況であります。また、

事業用地のボーリング調査、発掘調査も無事終了し、詳細設計の取りまとめが進められ

るとともに、橋脚工事に向けて入札公告の手続きも平行して進められています。  

次に、法隆寺線の整備について、国道２５号との交差点の計画について、引き続き奈

良国道事務所及び警察との協議を行っており、いかるがパークウェイの事業進捗を見据

えながら早期整備に向け環境を整えているところであり、平成２９年度、３０年度の２

か年で整備を行っていくこととし、２９年度では法隆寺線の本線部分の工事に着手し、

いかるがパークウェイの三室交差点への接続と同時に供用できるよう調整していきたい

との報告がありました。 
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委員より、残りの用地の件数について、法隆寺線との接合部分の信号機設置について

質疑があり、それぞれ答弁されております。  

次に、②ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業に関することについて、駅周辺のまちづくりに係

る計画の検討について、活用できる事業や制度、手法について、奈良県とも引き続き協

議、検証を行っていますとの報告がありました。委員より若干の質疑があり、答弁され

ております。  

以上、継続審査については、一定の審査を行ったということで終わりました。  

続いて、２．各課報告事項について、（１）「斑鳩町緑の基本計画」について、この

計画は、都市緑地法第４条の規定により町が定めることができるとされている緑地の保

全及び緑化の推進に関する基本計画で、平成１５年３月に策定し、計画期間中、公園・

広場等の整備に取り組んできましたが、目標の全てを達成するには至りませんでした。

しかし、住民１人当たりの市街地での標準面積を満足する状況になっていること、社会

情勢の変化に伴う行政課題、社会のニーズに対応するための対策の優先度及び町財政の

見通し等の検討・検証を行い、今後の公園・広場については既存施設の保全と活用及び

適正な維持管理に努めることと方針転換をいたしました。こうして、平成２２年度に計

画期間が満了することになりましたが、平成２３年度以降は、町のまちづくりの基本計

画である第４次斑鳩町総合計画及び斑鳩町都市計画マスタープランにおいて直接その方

針、内容を盛り込み、取り組みを進めるものといたしましたとの報告がありました。  

委員より、第４次の総合計画が始まってすぐにつくらなくなったが、住民要望にも応

える形で基本計画を引き継いで整備を続けるべきと考えるが、町の考え方について質疑

があり、答弁されております。  

以上が、閉会中における当委員会に係ります審査の概要と結果であります。詳細につ

きましては会議録に整理いたしますので、ごらんいただきますようお願いいたします。  

これで、建設水道常任委員会委員長報告を終わらせていただきます。  

ご清聴ありがとうございました。  

○議長（中西和夫君）  次に、日程４．厚生常任委員長報告についてを議題といたします。  

同じく閉会中における継続審査とされましたことについての審査結果報告を求めます。  

１番、宮﨑委員長。  

○１番（宮﨑和彦君）  それでは、去る２月１６日、定足数委員出席のもと厚生常任委員

会を開き、継続審査案件、委員会所管に係る事案について報告を受け、審議を行いまし

たので、その概要について報告いたします。  



 - 8 - 

初めに、継続審査について、環境保全及びごみ減量化・資源化の推進についてを議題

といたしました。斑鳩町ゼロ・ウェイスト宣言（案）の答申の報告と斑鳩町の食品ロス

の状況について、説明、報告されました。委員より、事業系の生ごみについて、生ごみ

の家庭処理について質疑がされました。理事者より一定の答弁がされました。  

継続審査については、一定の審査を行ったということで終わりました。  

続きまして、各課報告事項についてを議題といたしました。  

まず、１番目として、斑鳩町子育て応援宣言（素案）について、説明、報告されまし

た。質疑等はありませんでした。  

２番目として、斑鳩町介護予防活動支援事業補助制度の創設について、説明、報告さ

れました。委員より、対象活動団体と数について、活動内容と補助金について、老人会

について質疑があり、理事者より一定の答弁がされました。  

３番目として、妊婦健康診査等の拡充について、説明、報告されました。委員より、

これまでの助成等について質疑があり、理事者より一定の答弁がされました。  

４番目として、ヘルシーパゴちゃん弁当コンテストについて、説明、報告されました。

質疑等はありませんでした。  

次に、その他について、委員より、あゆみの家グループホーム創設に向けて、保育所

の卒園式の日程変更について、園児のインフルエンザの状況について質疑があり、理事

者より一定の答弁がされました。  

以上が、閉会中における当委員会に係ります審査の概要と結果であります。詳細につ

きましては会議録に整理いたしますので、ごらんいただきますようお願いします。  

以上で、厚生常任委員会委員長報告を終わらせていただきます。  

ご清聴ありがとうございました。  

○議長（中西和夫君）  次に、日程５．総務常任委員長報告についてを議題といたします。  

同じく閉会中における継続審査とされましたことについての審査結果報告を求めます。  

７番、嶋田委員長。  

○７番（嶋田善行君）  去る２月２０日  全委員出席のもと総務常任委員会を開催しまし

たので、その概要をご報告します。  

まず、継続審査案件であります斑鳩町における歴史的史跡等の発掘調査、整備保存に

関することについてであります。  

初めに、史跡中宮寺跡の整備についてであります。今年度の整備工事の進捗状況につ

いては、塔及び金堂の基壇や調整池の整備工事をほぼ終え、３月１７日までの工期内に
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予定どおり終了の予定である、平成２９年度は、整備の最終年度となりますことから、

残り全ての工事の実施を予定しているとのこと。  

次に、法隆寺若草伽藍跡中門推定地における発掘調査についてであります。今回の調

査は、調査地内の既存建物以外の空閑地を利用して、試掘調査により中門跡遺構の有無

などを確認する作業とのことです。  

日本遺産認定については、２月２日に文化庁への申請を終え、４月下旬ごろには結果

が判明するとのこと。  

次に、斑鳩大塚古墳の範囲確認調査についてであります。今回の発掘調査については、

２月２０日から３月３１日までの期間で実施を予定しているとのこと。  

最後に、平成２９年度の史跡藤ノ木古墳の石室特別公開について、春季は４月２９日、

３０日、秋季は１０月２８日、２９日のそれぞれ２日間ずつ開催予定とのことでありま

す。 

続きまして、各課報告事項であります。  

１つとして、斑鳩町地域防災計画（修正素案）について、東日本大震災、豪雤による

広島市の土砂災害、関東・東北豪雤による水害等における災害対策等の問題点を踏まえ、

災害対策基本法の防災関係法令等の改正、奈良県地域防災計画の見直し等が行われたこ

とにより本町の地域防災計画を修正するものであり、資料により変更内容の説明がなさ

れました。委員より、町内の水路改修計画について、避難行動要支援者名簿の取り扱い

について、防災会議のメンバー構成について、パブリックコメントについて等の質疑が

いたされました。  

２つとして、斑鳩町公共施設等総合管理計画（素案）についてであります。平成２６

年４月に総務省から公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進についての通知があり、

平成２８年度中に今後の公共施設等の管理方針等を定めた計画を策定することについて

の要請がなされたことから、現在の公共施設の全体の状況を把握し、長期的な視点をも

って更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行う基本的な方針を定めたとのこと。委員

より、若干の質疑がいたされました。  

３つとして、平成２９年度税制改正大綱（地方税関係）の概要についてであります。

平成２９年度の税制改正大綱のうち、地方税に関するもので、配偶者控除、配偶者特別

控除の見直し、特例措置の適用期限の延長に係るもの、特例措置の新設等の概要の説明

がなされました。委員より若干の質疑がいたされました。  

４つとして、企業版ふるさと納税の受け入れについてであります。大阪市に本社があ
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る株式会社より企業版ふるさと納税として７，０００万円の申し出があり、これを受け

入れるため、現地域再生計画を変更し、まちあるき拠点用地の購入を事業追加し、斑鳩

町法隆寺１丁目地内の旧農協倉庫跡地１，４２８．０９平方メートルを、事業費として

１億８００万円で購入するとのこと。委員より、購入後の土地利用についての質疑がい

たされました。  

次に、５つとして、選挙時等における投票所への移動支援制度の創設についてであり

ます。介護タクシーを利用できる要介護１以上の方と福祉タクシー利用券を交付されて

いる方を対象に、自宅から投票所までの間の移動支援を新年度から予定しているとのこ

と。委員より若干の質疑がいたされました。  

６つとして、電子図書館サービスについてであります。平成２９年度より、町立図書

館サービスとして、電子書籍を１人２冊、１４日以内の貸し出しをスタートするとのこ

と。 

その他の報告として、平成２９年度に、姫路市、朝来市、小田原市、高崎市、斑鳩町

の４市１町で法隆寺ゆかりの都市文化交流協定を締結したいとのこと。  

また、興留５丁目地内の町有地と、龍田单６丁目地内の追手西団地跡地の一般競争入

札の申込者がなかったため、平成２９年度において、再度、一般競争入札により処分を

進めていくとのことであります。  

続きまして、その他としまして、委員から、コミュニティバス実証運行の現在までの

状況と以前の運行との比較を確認できる資料の要望がいたされました。        

以上が、閉会中における当委員会の概要であります。詳細につきましては、会議録に

整理いたしますので、ごらんいただきますようお願いいたします。  

ご清聴ありがとうございました。  

○議長（中西和夫君）  以上で、閉会中における各委員会の委員長報告が終わりました。  

次に、日程６．報告第１号  監査結果報告についてを議題といたします。  

佐伯代表監査委員の報告を求めます。  

佐伯代表監査委員。  

○代表監査委員（佐伯知輝君）  では、監査結果を報告いたします。２つあります。定期

監査結果と、財政援助団体の監査結果と。  

では、まず、定期監査結果、こちらのほうからの報告ですが、  

平成２８年度定期監査結果報告書  

地方自治法第１９９条第４項の規定により、平成２８年度の定期監査を実施したので、
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同条第９項の規定により報告書を提出します。  

平成２９年３月１日  

斑鳩町監査委員 佐伯 知輝 

斑鳩町監査委員 中川 靖広 

監査の概要ですが、ずっとありまして、監査の対象の現地監査、こちらのほうですが、

東町池のほうに流域貯留浸透事業の工事概要と出来高状況について見てきましたけども、

貯水量が約２倍になっているということです。斑鳩西小学校、こちらのほうの照明設備

ＬＥＤ化工事も、大変きれいに、明るくなっておりました。小学校便所洋式化改修、こ

ちらのほうもきれいに改修されております。災害備蓄品の保管状況についても、全て数

を勘定しましたので、間違いなくありました。その次、斑鳩西幼稚園、こちらのほうで

保育棟の屋根改修、きれいに改修されております。災害備蓄品の保管状況について、こ

ちらのほうも、数を全て勘定いたしました。間違いなくありました。  

その次にですね、３ページのほういきまして、監査の結果ですが、予算の執行及び事

業の管理状況、監査の結果、監査の対象となった各課等の予算に係る財務に関する事務

は以下のとおり適正に執行され、また、水道事業に係る経営も適正に行われているもの

と認められた。なお、帳票、証憑の管理も内部牽制が良好に働いており、各会計数値と

も正確に記帳計算されているものと認められた。一般会計、各特別会計及び水道事業会

計に係る平成２８年１２月末日現在における歳入歳出予算の執行状況の概要は次のとお

りである。  

一般会計の収支の状況ですが、収入済額は６３億８，５３５万８，０００円で、執行

率６８．８％、前年度は６８．５％は、前年度と比較して０．３ポイントの増となって

います。支出済額、こちらのほうですが、４８億５，４７２万４，０００円で、執行率

５２．３％は、前年度と比較して０．１ポイントの減となっています。 

その次、歳入の状況ですが、まず、町税ですが、その下のほうに、町民税の個人町民

税では、退職所得が減となったものの、給与所得や分離課税の譲渡所得、これがかなり

増となっておりまして、聞きますと、給与所得については人数もふえているし、金額も

ふえているということです。前年度と比較して、３４４万２，０００円増と。 

その次、法人町民税、こちらのほうでは、法人税率の引き下げ等の税制改正、それか

ら、一部法人において業績の不振が見られたことから、前年度より５８８万７，０００

円減尐となっております。 

次に、固定資産税現年分、こちらのほうですが、地価の下落に伴う時点修正を行った
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ものの、家屋の新増築が上回ったことや償却資産の増により、前年度と比較して２，０

３０万５，０００円増となっております。 

軽自動車税、こちらのほうは、８８２万８，０００円増となっております。 

たばこ税、こちらのほうは、３１４万２，０００円減となっております。 

その次、５ページいきまして、その他の税収のところですが、地方消費税交付金、こ

ちらのほうが、前年度より３，５２３万２，０００円減尐となっております。  

次、その下のほうですが、地方交付税、こちらのほうが、収入済額は２２億７，２１

８万５，０００円、前年度が２２億２，６６４万６，０００円なので、４，５５３万９，

０００円増となっております。 

分担金及び負担金、こちらのほうがですね、収入済額が９，３７９万７，０００円で、

前年度が９，１７８万７，０００円で、２０１万増となっております。 

使用料及び手数料、こちらのほうが、収入済額は１億３，６５６万５，０００円で、

前年度が１億５，５４６万３，０００円となっておりまして、１，８８９万８，０００

円の減尐となっております。その下のなお書きですが、収入済額が前年度より１，８８

９万８，０００円減尐しているのはですね、観光自動車駐車場収入を観光自動車駐車場

及びｉセンターの管理に係る指定管理委託料に充当することとなったこと及び町営住宅

家賃の減免申請、これがふえたことによるものです。 

それから、次のページにいきまして、７ページですが、土木使用料の町営住宅家賃、

こちらのほうがですね、前年度と比較して１５８万４，０００円の減尐となっています。

こちらのほうが、低所得者に対する減免額、これが増加したものであります。  

その次の８ページのほうにいきまして、廃棄物・資源物処理量の年次別推移、こちら

のほうですが、家庭系廃棄物、こちらのほうが、年々、年々減尐しておりまして、家庭

系の資源物、こちらのほうは、年々、年々増加しております。大変よいことだと思いま

す。その次、事業系のほうですが、事業系の廃棄物は、若干ことしふえたものながら、

事業系の資源物、こちらのほうもふえているので、いいのではないかと思います。 

その次、９ページのほうにいきまして、その他の歳入のところで、寄附金は、予算現

額１，１００万円に対し収入済額が１，０８９万７，０００円と。ふるさと納税の寄付

金では、文化財に対する関心が高いのではないかと思われます。  

次に、１０ページ、歳出の状況、こちらのほうにいきまして、真ん中下あたりの衛生

費のところですが、執行率６４．４％、前年度５８．３％は、前年度と比較して６．１

ポイントの増と、執行率が増となっておりますけども、衛生処理場焼却棟解体撤去工事
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に係る費用、これをもう既に１２月末に支出したと。それによるものでポイントがふえ

ております。 

その次に、１１ページのほうにいきまして、商工費、こちらのほうですが、執行率が

５４．６％、これ、前年度が６１．１％で、前年度と比較して６．５ポイントの減、こ

ういうふうになっていますのはですね、平成３３年の聖徳太子１４００年御遠忌に向け、

観光を重要な産業と捉え、斑鳩の里の知名度の向上につなげるため、（仮称）観光戦略

の策定を進めておるんですけども、委託期間が３月末のため支払いが未執行となってい

るために執行率が下がっております。  

その次、土木費、こちらのほうですが、公共下水道事業特別会計への繰出金、こちら

のほうが下表のとおりになっておりまして、平成２７年度はちょっと繰上償還とかあり

ましてわかりづらいんですけども、やはり２５年、２６年、それから２８年と見ていた

だきましたら、やはりかなり、だんだん、だんだんふえていっております。こういう状

況があります。  

その次に、１２ページいきまして、消防費、こちらのほうがですね、執行率７０．

６％で、前年度が７６．２％、前年度と比較して５．６ポイントの執行率が減となって

いますけども、その減尐したのはですね、災害物資備蓄品について、毛布や敷マットな

ど食料以外の備蓄品を早期に購入したため、執行率、これが上昇しておるんですけども、

県防災行政通信ネットワーク再整備事業、こちらの完了予定が年度末、だから、支払い

がまだっていうことです。それからですね、斑鳩町消防団第３分団詰所駐車場用地、こ

ちらのほうも交渉中ということで執行率が減尐しております。  

その次、教育費、こちらのほうですが、執行率が５４．４％、前年度が６１．９％、

前年度と比較して７．５ポイントの減となっていますけども、こちらのほうがですね、

小中学校の渡り廊下の耐震補強設計、西小学校照明設備のＬＥＤ化工事、いかるがパー

クウェイ建設に伴う発掘調査の、その支払いが１月以降になっているためです。 

その次に、（２）番で、国民健康保険事業特別会計、こちらのほうにいきまして、国

民健康保険税全体、こちらのほうがですね、次の１３ページにいきまして、収入済額は

４億９，４０４万、前年度が４億９，８０１万４，０００円と、前年度と比較して３９

７万４，０００円の減尐になっております。 

一方、歳出のほうですが、前年度と比較して、６，８９８万９，０００円の増加とな

り、支出額は年々、年々、これ、やっぱりふえ続けていっています。  

その次にですね、１２月末現在における国保加入世帯数、こちらのほうが４，０１４
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世帯で、前年度が４，１６０世帯と、前年度と比べて１４６世帯減尐しております。被

保険者数も６，７４２人で、前年度が７，０７６人、前年度と比べて３３４人減尐して

います。これはですね、給与所得者の数、こちらのほうがふえたことによって、社保加

入に異動されている方が多いのではないかということです。  

その次に、公共下水道事業特別会計、こちらのほうですが、公共下水道事業加入負担

金、こちらのほうが３００件見込んでおったんですけども、１２月末現在で３１５件の

収納があったということで、ふえております。１２月末現在の接続件数は３，６５４件、

接続人口は１０，７２９人、接続率が７３．５％と順調に接続件数を伸ばしてきており

ます。 

それと、その公共下水道事業特別会計についてはですね、平成３０年度の公営企業化、

これに向けてですね、準備をされております。  

次、１４ページにいきまして、介護保険事業特別会計、こちらのほうですが、平成２

８年度から地域包括支援センターを町の直営とし、地域包括ケアシステムの構築に向け、

認知症施策の推進、生活支援サービスの基盤整備などを行っております。 

この介護保険の被保険者数もですね、１２月末現在で８，３２１人、前年度８，１９

７人で、１２４人増加しております。 

その次、後期高齢者医療特別会計、こちらのほうですが、こちらのほうもですね、被

保険者数が、本年度１２月末で３，９１９人、前年度と比較して２１７人の増となって

おります。 

その次の１５ページいきまして、水道事業会計、こちらのほうですが、資金面につい

ては相変わらず潤沢な手元現金を有しておるんですけど、長期的に見ればですね、老朽

管の更新時期が一定の期間に集中してくることから、アセットマネジメントにより長期

資金計画は十分検討しなければならないところだと思います。  

収益的収支の状況なんですけども、水道事業収益、こちらのほうがですね、４億９，

４３０万４，０００円で、前年度４億８，９４６万７，０００円ということで、４８３

万７，０００円増額しております、ふえております。一方、水道事業費用、こちらのほ

うがですね、３億２，４７１万５，０００円、前年度が３億４，１６１万９，０００円

で、前年度より１，６９０万４，０００円減尐しております。 

③番、資本的収支の状況ですが、工事負担金、こちらのほうが増加しております。 

１６ページのほうにいきまして、財産管理の状況ですが、阿波２丁目地内の土地につ

いては、３回目の公売も、これ、不調に終わっておりまして、土地の一部を隣接地の所



 - 15 - 

有者に売却しております。龍田单５丁目地内の土地の公売は、不調に終わっています。 

平成２８年度に、新規分として、龍田单６丁目地内の土地と興留５丁目地内の土地を

一般競争入札に出しておられます。  

最後に、報告に添える意見としまして、まず、（１）番で、長期財政推計についてで

すが、斑鳩町では、公共施設等総合管理計画を策定されており、総務省のランニングコ

スト計算ソフトで計算すると人件費も含めて相当な額となることから、積極的な公共施

設のマネジメントが必要とされると思われます。 

まず、①なんですが、計画の不断の見直しをっていうことで、公共施設を維持管理す

るには、管理費用のほかに人件費が必要となってきます。その人件費っていうのはかな

り、やはり、ふえる原因になっているんですね。公共施設は、定期的に点検・診断を行

い、早期に修繕することにより施設の長寿命化を図ること、こちらのほうは言うまでも

ないが、人件費を含めて管理コストを計算すると、多額の経費が必要になってくると。

そのため、今後は、既存施設の再活用・集約化・複合化、こちらのほうを進めていくと

ともにですね、広域連携等も考えられてはどうだろうかと思います。考慮する必要があ

るだろうと思います。その検討の中でですね、将来的に残すべき施設、廃止していく施

設が明確になってくると思います。なってくるであろうし、廃止していく施設が老朽化

していくと維持管理に要するコストが大きくなるので、早目に決断する必要があるので

はないかと思います。また、尐子化、高齢化に対応した計画の中では民間施設の借り受

けの方法と、そういった方法もいろいろありますので、計画の不断の見直し、こちらの

ほうを行うことが重要ではないかと思われます。  

次にですね、未利用資産等の有効活用ということなんですが、平成２８年度において

も未利用地の競売が進められているんですけども、すんなり買い手が付いていないのが

実態と、先ほど申しあげたとおりだと思います。そのような中で、平成２６年度から何

回も売却に出している阿波２丁目地内の土地については、処分することができたと。い

くら公売に付しても売れない土地は、あらゆる方法で処分するのもやむを得ないだろう

と思います。町が保有していると、管理経費、こちらのほうが必要になってくるんです

けども、処分できるとなると、買わはった人から固定資産税が入ってくることにもなり

ます。売却すると決めた土地は、早期に情報提供に努められたい。なるべく、もう売却

すると決めたのであれば、やはり早い目に作業を進めていただきたいと。また、売却で

きない土地については、さらなる有効活用も検討しなければならない。  

景気が停滞している中、町税収入が伸び悩んでいるが、尐子・高齢化に伴う扶助費は
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毎年増額となっており、長期財政推計は相当厳しくなるものと思われますけども、現実

に即した財政計画が必要であり、まちづくりの観点、住民参加の観点にも配慮して取り

組まれるよう期待するものであります。 

その次に、（２）番としまして、補助金事業と指定管理者制度、こちらのほうなんで

すが、先般、財政援助団体等監査、後で報告申しあげますけども、その一般社団法人斑

鳩町観光協会、こちらのほうの補助金及び指定管理委託料、こちらに係る監査を行いま

したが、協会運営事業、こちらのほうでですね、毎年相当額の法人税等、これを払われ

ているんですね。また、平成２８年度からは、町営駐車場の料金収入、こちらのほうが

斑鳩町観光協会の収入に計上されるということで、消費税もさらに増額になると思われ

ます。指定管理者制度のメリットは、質の高いサービスが提供でき、経費の節減が図れ

る可能性が高いということであるんですけども、サービスの内容やコスト面、コスト面

っていうのは、そういった、法人税等の税金面、こちらのほうも含めてですね、町で直

営で行った場合と比較検討されてみてはどうかと思います。 

このほかにも指定管理となっている施設があると思われますけども、質の高いサービ

スの提供、税金を含めた経費の節減が図られているかを十分に精査した上で、指定管理

契約の選択も含めて検討されてはどうかと思われます。 

以上で、定期監査結果報告のほうは終わりまして、次にですね、財政援助団体、こち

らのほうの監査結果報告をしたいと思います。  

まず、１ページ目ですけども、  

財政援助団体等監査結果報告書  

地方自治法第１９９条第７項の規定により、財政援助団体等の監査を次のとおり執行

したので、その結果を同条第９項の規定により報告します。  

平成２９年３月１日  

斑鳩町監査委員 佐伯 知輝 

斑鳩町監査委員 中川 靖広 

２ページ、監査の概要いきまして、その下の監査の結果のところなんですけども、１

番、概要がありまして、２番の一般社団法人斑鳩町観光協会に対する監査の結果です。

一般社団法人斑鳩町観光協会の補助金に係る出納その他の事務は、監査の実施した範囲

において、おおむね適正に処理されていると認められた。  

その次、３番目で、町補助金の支出に対する監査の結果、総務部まちづくり政策課に

おける同団体に対する補助金の支出に係る事務については、適正に執行されているもの
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と認められた。  

４番で、一般社団法人斑鳩町観光協会の運営状況なんですが、一般社団法人斑鳩町観

光協会の行っている業務は、法隆寺ｉセンター管理業務、観光自動車駐車場管理業務及

び観光協会補助金事業の各業務であります。 

平成１８年度より町の指定管理者の指定を受け、今日まで継続して法隆寺ｉセンター

及び観光自動車駐車場の管理、こちらのほうを行っております。  

また、直近ではですね、平成２８年度に町の指定管理者として基本協定を締結し、施

設の管理がさらに３年間延長されています。平成２８年度からはですね、先ほど申しあ

げました駐車場収入、こちらのほうをですね、法隆寺ｉセンターの運営管理費に充てる

こととされましたので、したがって、平成２８年度からの指定管理料はですね、法隆寺

ｉセンター及び観光自動車駐車場施設管理に要する経費から駐車料を引いた金額、こち

らの算式で算出されるので、予定されていた駐車場収入、予算ですね、駐車場予算より

多くの収入があれば利益となりまして、減収の場合はもちろん損失になるということで

あります。したがってですね、観光客を誘致する施策を総合的に展開して、頑張ってい

ただく必要があるのではないかと。 

その次、４番でですね、資料２に本質的業務である観光協会補助金事業、１５事業を

まとめているんですけども、平成２５年度は１３事業であったが、平成２６年度より、

キャンペーンレディ設置事業と観光グッズ開発事業、こちらのほうがふえております。  

その次ですね、物品販売事業についてはですね、棚卸高が平成２５年度末で１８９万

５，０００円、平成２６年度末で２５６万７，０００円、平成２７年度末３３４万５，

０００円と年々増加しておりますので、在庫っていうのはなるべく減らしたほうがいい

かと思います。  

なお、平成２７年度では、新規に国の交付金事業を活用し、自己負担なしっていうこ

とです。観光パンフレットの作成に９９万９，０００円、奈良市・斑鳩町連携誘客推進

事業として６６万５，０００円、観光協会ホームページリニューアル支援事業として１

００万円、これ、支出しておるんですけども、新しく、見やすくなって、非常にいいか

と思います。  

最後に、むすびとしまして、まず、１つ目ですが、イベント参画機会の増加について。

宣伝誘致事業のうち、観光客誘致イベント及び地域交流イベントへの参画機会、これが

かなり増加しておりですね、平成２６年度からは新たにキャンペーンレディ設置事業が

行われ、観光協会運営事業における参画機会も、これ、増加しております。 
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斑鳩町観光協会が受託している法隆寺ｉセンター及び観光自動車駐車場管理業務は、

これ、年中無休で、管理業務ということなんですね。一定の人員を配置しなければなら

ない。とするとですね、前述のようにイベントの増加や都市間交流による県外出張など、

これ、行いますと、ローテーションによる休日、これを返上してまで対応しなければな

らないという状況になっておりまして、社員の超過勤務が多くなってきているのが現状

であります。現在の調子であれもこれもと多角的に事業を行えば、人員的に余裕がなく

なると。だから、今後は行うべきイベント、こちらのほうを絞ることも検討されてみて

はどうだろうかと思います。 

その次にですね、会長職の兼任ですけども、これ、以前にも私は同様の内容のことを

述べておりますが、一般社団法人斑鳩町観光協会の代表理事は斑鳩町長が兼任されてい

ますけども、斑鳩町観光協会は、斑鳩町より補助金の交付を受けている団体です。そう

すると、住民から見ると、当該補助金が公平かつ適正に計算されているのか、お手盛り

ではないのかと疑義を生じかねない。適任者がいないという理由で兼任されているよう

なんですけども、斑鳩町観光協会の代表理事を平成２１年の設立時から継続して斑鳩町

長が兼任している状況、これ、一度改善されてはと思います。 

その次に、３番目の法人税の確定申告についてですけども、尐し専門的な話になるん

ですけども、斑鳩町観光協会の物品販売事業等は法人税における収益事業となることか

ら、これ、確定申告が必要で、その確定申告は専門家である税理士に依頼され、申告納

税がきちんと行われておるんです。しかし、申告納税の内容についてですね、事務局の

方が把握されていない。若干税理士任せになっているように思われます。税申告書類の

作成は、もちろん、これ、税理士に行ってもらうほうがいいとは思いますが、斑鳩町観

光協会が納税する税金、こちらのほうはですね、やはり大まかな内容でも協会として理

解するように努めるべきであろうと思います。 

その次にですね、決算書の作成についてですが、会計処理については、市販の財務会

計ソフトを導入して、貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書、こちらのほうを

作成されておるんですけども、決算書はですね、収支計算書に基づいて作成されている

ようで、収支計算書はですね、斑鳩町の一般会計、特別会計に用いられているように、

現金の収支、こちらのほうにより会計処理を行うものでして、しかしながら、一般社団

法人斑鳩町観光協会は複式簿記よる会計であることから、現金の収支を伴わない減価償

却費や棚卸についても決算書に記載しなければならないということでございます。 

以上で、財政援助団体の監査結果報告を終わりたいと思います。  
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定期監査報告と財政援助団体報告、こちらのほう、両方とも終わりにしたいと思いま

す。 

ご清聴、どうもありがとうございました。  

○議長（中西和夫君）  これをもって、報告第１号  監査結果報告についてを終わります。  

佐伯、中川両監査委員には、連日にわたり綿密な監査を執行していただき、また、本

日、詳細な報告をいただきましたことに厚くお礼を申しあげます。  

なお、佐伯代表監査委員には、監査結果報告終了後退席を申し出られておりますので、

これを許可することといたします。  

暫時休憩いたします。  

 

（午前１０時３５分 休憩） 

（午前１０時３５分 再開） 

 

○議長（中西和夫君）  再開いたします。  

次に、日程７．平成２９年度施政方針についてを議題といたします。  

平成２９年度施政方針の説明を求めます。  

小城町長。  

○町長（小城利重君）  平成２９年第１回斑鳩町議会定例会の開会に臨み、町政運営に当

たる所信の一端を申しあげ、住民の皆様並びに議員の皆様のご理解とご協力を賜りたい

と存じます。  

本日、議員の皆様のご出席を賜り、平成２９年度予算を初めとする重要案件について

ご審議をいただくことができますことに、深い感慨と責務の重大さを痛感いたしており

ます。 

本年２月１１日に、龍田町、法隆寺村、富郷村が合併し、斑鳩町が誕生して７０年と

いう節目を迎えました。今から７０年前となる１９４７年、昭和２２年は、第二次世界

大戦終戦の２年後となり、現行の日本国憲法が施行された年に当たります。戦後の疲弊

と脱力感にさいなまれることなく、復興への期待が、やがて、東京オリンピックや大阪

万国博覧会など国際的イベントを経て、目覚しい経済成長を促し、豊かな日本へと発展

を遂げていったと同時に、斑鳩町も、大阪のベッドタウンとして開発が進み、人口が急

増するなど、町の姿もさま変わりいたしました。  

その一方で、先人たちは、協力し合いながら、歴史を大切にし、文化を守り抜こうと
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してこられたからこそ、世界最古の木造建築物である法隆寺を初めとする歴史的・文化

的遺産は往時の姿を今に残し、これらと一体となった周辺の自然や町並みは、斑鳩の里

として良好な景観を形成しております。  

この豊かな自然と歴史が織り成す斑鳩の里のさらなる飛躍を図るため、本町が持つ魅

力を最大限に活用して、若い世代の定住促進や観光まちづくりを推進し、訪れる人をお

もてなしの心で温かく迎える、人にやさしいまちづくりに取り組んでまいります。  

町制７０周年記念事業は、昨年１１月の全国門前町サミットを皮切りに、先月には近

畿歴史まちづくりサミットや聖徳太子市を開催し、門前町や歴史的町並みを有する自治

体や友好都市との連携を図りました。本年９月９日には町制７０周年記念式典を開催す

るなど、引き続き各種記念事業を実施することとしており、住民の皆様方に改めて自ら

のまちの魅力を再発見できる１年となりますよう取り組んでまいりますので、ご理解、

ご協力を賜りますようお願い申しあげます。  

また、目を転じて世界情勢を見てみますと、イギリスがＥＵの離脱を決定し、アメリ

カでは自国第一を掲げるトランプ政権が誕生いたしました。これらの国では、今後、国

内経済を優先する内向きな傾向が広がっていくとの見方もあり、貿易問題などに起因す

る日本経済への影響が懸念されるところであります。  

本町といたしましては、今後も引き続き、財源の確保に努めつつ、財政規律を守りな

がら、総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく施策及び事業を着実に進

めてまいります。  

本町の人口については、平成２８年における母子保健手帳の交付数を見る限りでは、

出生数は増加傾向にあり、また、転入者が転出者を上回るなど、多くの市町村において

人口減尐が続く中、現状の人口を維持している状況であります。今後予測される本格的

な人口減尐時代においても未来を感じとれる町であり続けられるよう、それぞれの施策

に取り組んでまいります。  

こうした中、平成２９年度一般会計予算案は、前年度と比較して、３億５，０００万

円、４．０％増の９０億円を計上しております。また、一般会計と特別会計の４会計及

び企業会計を合わせた総予算額は、５億１，２８３万４，０００円、２．９％増の１８

０億１，３５９万３，０００円を計上しております。  

それでは、第４次斑鳩町総合計画の基本施策の柱に沿って、平成２９年度の主要な施

策について、ご説明申しあげます。  

第１の柱は、文化の香り高く心豊かなまちづくりであります。  
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初めに、歴史文化についてであります。  

本町は、豊かな歴史的・文化的遺産に恵まれており、これらを保全・継承していくと

ともに、より多くの人に本町の歴史と文化を伝えるため、観光やまちづくりと一体とな

った活用が求められているところであります。  

こうしたことから、引き続き、大方家文書などの基礎的な調査を進め、町指定文化財

への指定等を行うことにより保存を図るとともに、それらの歴史的価値を明らかにして

まいります。  

また、町史跡の駒塚古墳については、詳細な造営年代等を解明していく目的から埋葬

施設の確認調査を実施するとともに、見学者用の説明板を設置してまいります。  

また、奈良時代の法隆寺の様子を記した古文書には、法隆寺の食封として、現在の兵

庫県姫路市、朝来市、神奈川県小田原市、群馬県高崎市の４市の地域が記述され、古代

から法隆寺とのゆかりがあったことを知ることができます。この法隆寺の食封の縁を契

機として、歴史的・文化的遺産を活用した交流を深めることでさらなる地域の発展につ

なげるため、町制７０周年記念事業として、姫路市、朝来市、小田原市、高崎市、斑鳩

町の４市１町で（仮称）法隆寺ゆかりの都市文化交流協定を締結するとともに、この４

市１町で各都市の歴史・文化の理解を深めていくための今後の交流のあり方等について

話し合う（仮称）法隆寺食封サミットを開催してまいります。  

また、史跡中宮寺跡の整備については、５か年計画の最終年度となりますことから、

完成に向け、本年度を大きく上回る事業費を計上し、広場における植栽工や便益施設工

など残りの工事を進めてまいります。  

次に、文化・芸術についてであります。  

町制７０周年及びいかるがホール開館２０周年記念事業として、宗次郎によるオカリ

ナコンサート、相川七瀬による古代舞（米）コンサート、宝くじ文化公演を開催してま

いります。  

また、金剛流宗家による能楽公演を、国民文化祭の一環として実施してまいります。  

次に、生涯学習・生涯スポーツについてであります。  

生涯学習の振興を図るため、開館時間に図書館を訪れることができない方や、高齢

者・障害者等、来館が困難な方が利用しやすくなるよう、新たなサービスとして、自宅

のパソコンやタブレット、スマートフォンにより電子書籍を利用できる電子図書館サー

ビスを開始いたします。 

次に、学校教育についてであります。  
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昨年策定いたしました「育てよう和の心」をスローガンとした斑鳩町教育大綱に掲げ

る３つの教育理念の実現に向けて、特色ある教育活動を推進してまいります。  

初めに、時代に応じた教育内容の充実では、引き続き、国の基準を上回る本町独自の

尐人数学級編制を継続するとともに、スクールサポートによる学習支援や、畿央大学、

奈良学園大学等との官学連携を深め、子どもたちの学ぶ楽しさや喜びの向上を図るため、

さらなる教育活動の充実に努めてまいります。  

また、平成３２年度から本格実施が予定されている小学校の英語の教科化等に向けて、

円滑に実施ができるよう、教員の資質向上等に努めてまいります。  

また、教育環境の整備・充実として、新年度から２か年計画で斑鳩小学校及び斑鳩中

学校の耐震補強工事に着手するとともに、小学校の和式トイレの洋式化、斑鳩東小学校

の照明設備ＬＥＤ化及び両中学校音楽室のエアコンの設置を行ってまいります。  

また、さらなる子育て支援及び食育の推進等を図るため、町立幼稚園において、週２

回の弁当給食を改め、温かい給食を週４回提供するとともに、保護者の経済的負担の軽

減を図るため、新たに給食補助金を交付してまいります。  

さらに、学校給食の果たす役割が高まる中、小・中学校への給食補助金を増額してま

いります。  

また、相談体制の充実として、いじめや不登校などの児童・生徒の心の問題に適切に

対処するため、引き続き中学校に心の教室相談員を配置するとともに、就学予定児の教

育相談等を行い、支援が必要と思われる幼児の円滑な就学に努めてまいります。  

次に、男女共同参画についてであります。  

世界経済フォーラムが昨年発表した各国の男女格差に関する報告書によると、日本の

順位は前年より下がり、１４４か国中１１１位という結果でした。本町においても、さ

らなる男女共同参画の推進を図るため、より一層、男女が互いにその人権を尊重しつつ

責任を分かち合い、性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮することができる男女

共同参画社会の実現を目指してまいります。  

新年度では、女性の就業支援セミナーを実施し、女性の就業率の向上につなげてまい

ります。  

また、町職員について、女性の役職への登用に留意しているところでありますが、引

き続き積極的な登用に努めてまいります。  

第２の柱、すこやかに生き生きくらせるまちづくりであります。  

初めに、健康づくりについてであります。  
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２０１５年の日本人の平均寿命は、男性８１歳、女性８７歳で、いずれも過去最高を

更新しており、２０６０年には、男性８４歳、女性９１歳となり、女性は９０歳を超え

ると見込まれております。健康は、住民一人ひとりはもちろんのこと、地域社会にとっ

てもかけがえのない財産で、超高齢化社会では、健康で長生きできることが大切であり

ます。 

こうしたことから、住民の健康づくりを促進し、健康づくりに対する意識を広く普及

するため、健康づくりに取り組みながらポイントをため、景品等と交換できる健康マイ

レージを導入するとともに、第２期斑鳩町健康増進計画のより具体的な行動計画として

本年度策定予定の斑鳩町健康寿命延伸計画に基づき、関係機関と連携しながら、健康寿

命の延伸に向けた施策を実施し、健康寿命奈良県１位を目指してまいります。  

また、地元の食材を活用したヘルシーパゴちゃん弁当コンテストを開催し、子どもか

ら大人まで全ての人が食に対する関心や意識を高め、元気に過ごすための食生活を実践

できるよう、食育の推進を図ってまいります。  

また、安心して子どもを産み、親と子が健やかに暮らすことができるよう、新年度か

ら、産後鬱の予防や新生児の虐待予防のため、出産後間もない時期の産婦に対して、産

婦健康診査受診費用の一部を助成することにより、産後の早い時期から母子に対する支

援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の充実を図ってまいります。  

また、本町の保健・福祉の活動拠点である生き生きプラザ斑鳩が平成２０年９月にオ

ープンして１０周年を迎えることから、より一層多くの皆さまに愛され、親しまれる施

設としてご利用いただくため、生き生きプラザ斑鳩開館１０周年記念事業を開催してま

いります。  

次に、次世代育成についてであります。  

全国的には、待機児童問題や子育ての孤独感と負担感の増加、仕事と子育てを両立で

きる環境の整備が必ずしも十分でないこと等が課題となっております。こうした中、本

町では、これまでに様々な施策を展開し、次世代を担う子どもたちが安心・安全に暮ら

せるまちづくりに取り組んでまいりました。この結果、「子育てするなら斑鳩で」が合

い言葉になっているほどで、本町の出生数は、平成２６年の２０５人、平成２７年の２

０６人、平成２８年の２３５人と増加しております。  

このような子どもの育ちを支え、子育てを応援するまちづくりを推進する町の基本姿

勢を明確にし、町内外に発信するため、子育て応援宣言を行い、さらなる施策の充実に

努めてまいります。  
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また、保育所待機児童を発生させないという方針のもと、保育環境の整備として、斑

鳩黎明保育園の増築を支援するとともに、安心して子育てが行うことができるよう、病

児保育事業利用料の一部を助成してまいります。  

また、学童保育室の運営につきましては、児童の預かり体制の充実を図るため、延長

保育を新たに実施してまいります。  

また、社会問題として深刻化している児童虐待への対応として、引き続き、要保護児

童対策地域協議会を中心に関係機関と連携するとともに、見守り等の必要な家庭に対し

ては、児童虐待等防止補助員とも協力しながら、継続してその支援に努めてまいります。  

また、地域ぐるみの子育て支援の充実では、核家族化や地域のつながりの希薄化等に

より、地域において妊産婦やその家族を支える力が弱くなってきており、妊娠、出産、

子育てに係る妊産婦等の不安や負担がふえてきております。  

こうしたことから、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない母子保健施策と子

育て支援施策を総合的に行う拠点として、子育て世代包括支援センターを整備してまい

ります。  

次に、高齢者福祉についてであります。  

本町の高齢化率は、平成２７年国勢調査で２８．８％となり、現役世代２人で１人の

高齢者を支える社会となっております。今後の尐子高齢化の進展により、２０４０年に

は高齢化率が３５．２％に上昇し、現役世代１．５人で１人の高齢者を支える社会が到

来すると予測されております。  

こうした状況の中、高齢者が住みなれた地域で可能な限り自立した生活を送ることが

できるよう、医療と介護の連携、認知症対策などに取り組み、地域包括ケアシステムの

構築を推進してまいります。  

新年度では、介護予防・日常生活支援総合事業を開始するとともに、介護職員の技能

の向上及び介護施設等における就労の支援のため、介護職員初任者研修費用の一部を助

成してまいります。  

また、第６期斑鳩町介護保険事業計画・高齢者福祉計画の計画期間が平成２９年度に

終了となることから、いわゆる団塊の世代が７５歳に達する２０２５年を視野に入れな

がら、本町における介護保険事業及び高齢者福祉施策を計画的に推進するため、次期計

画を策定してまいります。  

また、住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるよう、ひとりで外出する

ことが困難な高齢者等への支援として、住民票の写し等各種証明書を自宅まで宅配する
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サービスの導入に向けて準備を進めてまいります。  

次に、障害者福祉についてであります。  

障害者が住みなれた地域で、自分らしく生き生きと暮らし、自己実現を果たしていく

ことができるよう、斑鳩町障害者福祉計画、第４期斑鳩町障害福祉計画に基づき、障害

者の相談支援体制の充実・強化を図るなど、地域における共生の実現に向けた総合的な

支援に努めてまいります。  

また、必要となるサービス量の見込みやサービスの方策を示す第４期斑鳩町障害福祉

計画の計画期間が平成２９年度に終了となることから、次期計画を策定してまいります。  

さらに、地域福祉の推進に当たり、個人が人としての尊厳をもって、障害の有無や年

齢等にかかわらず、誰もが安心して暮らせるよう、地域における課題に対して、自助、

共助、公助の視点からその解決に向けた仕組みや方策を示す地域福祉計画の策定を進め

てまいります。  

また、選挙等に係る投票所への移動支援として、移動が困難な身体障害者がタクシー

を利用された場合または要介護認定を受けた高齢者が訪問介護サービスを利用された場

合に、その費用の一部を助成することにより、これらの方の投票しやすい環境を整えて

まいります。  

次に、社会保障についてであります。  

国民健康保険を取り巻く環境は、急速な高齢化社会の進展などを背景として、保険給

付費や保険財政共同安定化事業の拠出金が年々増加し、国保事業は一段と厳しさを増す

中、国民健康保険制度は平成３０年度に奈良県で統合されることとなっており、新年度

早々には、それに向けた準備を本格化させる必要があります。  

こうしたことから、県が示すスケジュールどおりに進められるよう万全を期すととも

に、統合後も町が賦課することとなる新しい国民健康保険税の税率等については、その

試算等を国保運営協議会に諮りながら、議員の皆様方にも十分な説明を行い、できるだ

け早い段階で確定してまいりたいと考えております。  

また、福祉医療の充実につきましては、引き続き、乳幼児から中学校卒業までの医療

費を初め、ひとり親家庭や障害者などが適切な医療を受けることができるよう、医療費

への助成を行ってまいります。  

第３の柱は、潤いのある魅力的なまちづくりであります。  

初めに、風景・景観についてであります。  

斑鳩町景観計画及び斑鳩町景観条例に基づき、住民、事業者及び行政がそれぞれの役
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割を担う協働の景観づくりを進めるとともに、景観法や関連する都市計画等関係諸制度

の活用により、住民の景観形成活動への支援を図ってまいります。  

次に、自然環境についてであります。  

奈良県森林環境税を原資とする地域で育む里山づくり事業として、ボランティア組織

が主体となって自然環境や景観を保持するため、里山林の整備を進め、整備完了後には、

自然観察会などを開催することにより、里山の利活用を図ってまいります。  

また、ため池百選にも選ばれたいかるが溜池において、水辺を生かした親水性や親緑

性を高めた散策ルート整備工事や公園整備工事を、奈良県の事業として進めてまいりま

す。 

次に、道路・交通網についてであります。  

いかるがパークウェイの整備促進につきましては、現在、岩瀬橋西詰から三室交差点

までの三室・紅葉ヶ丘区間におきまして、国による用地取得も進捗してきており、現在

は、道路詳細設計の取りまとめ、橋脚等の工事に向けた入札手続きが進められており、

順調に事業が進展している状況であります。  

さらに、小吉田モデル区間から県道大和高田斑鳩線までの五百井・興留区間への事業

延伸につきましても、沿線地域の皆様の意見をお伺いしながら、地域と調和した整備が

図られるよう努めてまいります。  

また、都市計画道路法隆寺線につきましては、新年度から２か年の計画で整備工事を

行うこととしており、新年度では、法隆寺線の本線部分について工事に着手することに

より、いかるがパークウェイの事業進捗にあわせ、三室交差点への接続と同時に法隆寺

線の供用ができますよう調整してまいります。  

また、誰もが安全、快適に移動できる総合的なバリアフリーの整ったまちづくりを進

めるため、バリアフリー新法に基づく斑鳩町バリアフリー基本構想の策定及び特定事業

計画の策定について、本年度から３か年事業として進めており、新年度では、その準備

業務として、課題抽出、策定協議会の設置、現地点検等を行ってまいります。  

また、生活道路につきましては、災害時や緊急時においてスムーズに通行できるよう、

狭隘区間の拡幅整備などを進めるとともに、通学路の安全の確保にも努めてまいります。  

また、地域公共交通につきましては、高齢者の日常生活に必要な移動手段を確保する

とともに、持続可能で住民のニーズに適合した利便性の高い公共交通の確立を図るため、

昨年１０月にコミュニティバスの台数を２台にふやして運行する実証運行を開始したと

ころであり、新年度では、利用客の増加に向け、利用促進施策の検討を行ってまいりま
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す。 

次に、住宅・生活環境についてであります。  

空き家については、今後、ますます増加していくことが予想され、さらに、老朽化が

進んでいることとあわせ、全国的な問題となっているところであり、その対応が求めら

れています。本町の空き家対策につきましては、空き家の適正管理の促進、適切な管理

が行われていない空き家に対する指導、また、空き家の活用という３つの観点に基づく

空き家総合対策事業として、新年度では、広報紙やチラシ配布による意識啓発、老朽危

険空き家の解体に対する支援のほか、居住のための空き家改修に対する支援を行ってま

いります。特に、子育て世帯移住の促進として、空き家を改修し、転入される子育て世

帯に対し、空き家改修の補助金を加算するとともに、さらに、引越しを伴う場合や三世

代同居・近居となる場合についても、補助金の加算を行ってまいります。  

また、本町には、法隆寺などと一体となった自然環境や古い町並みがあり、独自の景

観を形成しております。この古い町並みを新たな観光資源として活用するため、建物の

外観の修景整備に対する補助や空き家等を用いた店舗・宿泊施設等の誘致に努めてまい

ります。  

第４の柱は、安全で快適なまちづくりであります。  

初めに、環境保全についてであります。  

環境共生のまちづくりの推進では、持続可能な地域づくりを目指し、斑鳩町地球温暖

化対策地域協議会の活動を引き続き支援してまいります。  

また、次世代に良好な環境を継承していくことができるよう、環境井戸端会議などを

積極的に開催し、環境問題に気づき、行動する住民の輪を広げてまいります。  

さらに、ＩＳＯ１４００１の取り組みにつきましては、平成２７年１１月に改訂され

た規格に対応するよう、さらに継続的改善を図りながら、本年１２月に６期目の更新審

査を受審してまいります。  

次に、ごみ・し尿についてであります。  

全国４自治体目となるゼロ・ウェイスト宣言を行い、ごみを燃やさない、埋め立てな

いまちづくりを推進する町の基本姿勢を明確にし、町内外に発信してまいります。  

今後は、ゼロ・ウェイストが進んでいることの指標の１つとなる資源化率について、

全国上位１０市町村入りを目指し取り組みを推進することとし、新年度では、生ごみ分

別世帯を現在の６，２００世帯から８，０００世帯以上に拡充することを目標に、住民

説明会の開催などの充実を図ってまいります。  
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また、生ごみの発生抑制を図るため、まだ食べることができるにもかかわらず廃棄さ

れる、いわゆる食品ロスの削減について、削減推進計画を策定した上で、計画的に削減

に向けた取り組みを進めてまいります。  

さらに、古紙類、小型家電、金属類など資源の分別を徹底するとともに、紙おむつ類

の資源化処理について調査研究し、ゼロ・ウェイストのまちを実現するための施策の充

実に努めてまいります。 

また、高齢者の交通事故が増加している状況を受け、町内で発生する交通事故等の状

況を把握するため、ごみ収集車にドライブレコーダーを設置してまいります。  

次に、防災・防犯についてであります。  

防災につきましては、本年度に完了予定の地域防災計画の見直しに引き続き、災害時

に優先的に実施すべき業務を特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、業務継続

に必要な資源の確保等をあらかじめ定める業務継続計画の策定に取り組んでまいります。  

また、住民への避難情報等の円滑な伝達を図るため、視覚・聴覚障害者や高齢者等を

対象として、音声電話やファクスによる新たな災害情報伝達システムを導入するととも

に、災害用備蓄品については、食料品目の見直しに加え、感染症予防対策として、新た

に、サージカルマスクの備蓄を進めてまいります。  

また、災害に備え、適確で迅速な避難体制が確立できるよう、大和川の浸水想定区域

や土砂災害警戒区域等の見直しに伴い、洪水ハザードマップを更新するとともに、地震

ハザードマップを包括した新たな防災ハザードマップを作成し、各世帯に配布してまい

ります。  

さらに、引き続き、防災訓練や出前講座の実施等を通じ、自主防災組織の設立や活動

を支援することにより、地域防災力の向上を図ってまいります。  

防犯につきましては、引き続き、地域の防犯ボランティア団体と連携した取り組みを

進めるとともに、新年度では、登下校時の子どもの安全確保のため、通学路を中心に防

犯カメラの設置を行ってまいります。  

次に、上水道についてであります。  

上水道は、年々、水需要が減尐する中、厳しい経営状況が続いており、加えて、老朽

管の更新や水道施設の耐震化といった課題が山積しております。  

現在、保有する水道資産について、アセットマネジメントを策定したところであり、

今後の水道事業の管理運営や施設・設備の更新に関して一定の方針を定め、中長期的な

視点に立って、更新需要や財政収支の見通しを適格に把握しながら、効率的な経営が持
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続できるよう取り組んでまいります。  

次に、下水道についてであります。  

公共下水道の整備につきましては、平成２８年度末で、２２０ヘクタールの区域の整

備が完了し、新年度では、約１０ヘクタールの整備を進めることにより、約２３０ヘク

タールの区域の整備が完了できる見込みであります。接続件数については、平成２８年

度末で３，６７０件を見込んでおり、平成２９年度末には、さらに１８０件を加え、累

計で３，８５０件のご家庭で公共下水道を利用いただけるものと考えております。  

新年度では、次期事業計画の見直しを予定しており、投資可能な財政収支を基本に考

え、人口密集地や要望の高い区域など費用対効果が見込める区域を検討するとともに、

国の交付金を最大限に活用し、より多くの方々に利用いただけるよう、効率的に整備を

進めてまいります。  

第５の柱は、活力とにぎわいのあるまちづくりであります。  

初めに、農業についてであります。  

農業委員会法の改正に伴い、７月から新たな農業委員会体制のもと、農地等の利用の

最適化の推進や優良農地の保全に努めるとともに、農業従事者の高齢化や後継者不足な

どの課題解決に向けて、新規就農者や担い手農家に対する支援を行ってまいります。  

また、遊休農地対策では、農地中間管理機構と連携し、農地利用の集積・集約化を推

進してまいります。  

また、農業用施設の整備として、農道や用水路等の基盤整備を進め、震災対策水利施

設整備事業により、防災重点ため池の点検やハザードマップの作成を進めてまいります。  

また、農作物に深刻な被害を及ぼしているイノシシ等の野生鳥獣について、電気柵等

による防護施設設置への補助や捕獲強化により、農作物被害対策を充実してまいります。  

次に、商工業についてであります。  

法隆寺への観光客は、そのほとんどが通過型・拠点型観光となっており、地域での消

費には結びついていない状況にあります。このことから、滞在型・まちあるき観光へ転

換するべく、古民家等の歴史的資源を活用した創業を促進するため、これらを支援する

創業支援補助制度を創設するとともに、創業支援員の設置、起業家の発掘、町内での就

業支援、創業支援の拠点整備、宿泊施設・店舗などまちあるき拠点の誘致などを行い、

観光振興及び雇用の創出を図ってまいります。  

また、商店や事業者の皆様に対し、引き続き、商工業者債務保証料補給を行い、支援

を行ってまいります。  
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次に、観光についてであります。  

本年度策定予定の観光戦略に基づき、さきにも触れましたが、法隆寺中心の拠点型観

光からまちあるき観光への転換を図るとともに、新たな観光産業を発展させることによ

り、まちのにぎわいの創出を目指します。  

また、聖徳太子１４００年御遠忌を２０２１年に控え、新年度では、企業版ふるさと

納税を活用し、まちあるき拠点となる宿泊施設を誘致するための用地を購入してまいり

ます。 

また、新たにモニュメント広場を整備するに当たり、そのデザイン作成を行うなど、

聖徳太子の息吹を感じる演出づくりに向けた取り組みを進めてまいります。 

また、斑鳩町の新しい魅力をアピールし、まちあるき観光の実現につなげるため、本

年度策定予定の観光サイン配置計画に基づき、観光案内サインの設置を行ってまいりま

す。 

第６の柱、ともに築く協働のまちづくりであります。  

初めに、コミュニティづくりについてであります。  

都市化の進展により、各個人の価値観が多様化し、地域が持つ、お互いに助け合うと

いう相互扶助の機能が低下しつつある中、近年、日本各地で発生している災害を契機と

し、地域のきずなづくりの重要性が再認識されております。  

こうしたことから、地域を支える基礎的な組織である自治会などのコミュニティにか

かわる組織を引き続き支援し、その活性化を図ってまいります。  

次に、住民の参加と協働についてであります。  

本年度から実施しております住民活動提案制度を継続し、新年度では、９団体に対し

助成してまいります。  

また、昨年７月１日、生き生きプラザ斑鳩に開設した住民活動センターを中心に、住

民が様々な活動を行えるよう講座を開催するなど、新しい活動をつくり出そうとする動

きを一層支援するとともに、自立した継続的な活動につなげるよう、協働のまちづくり

を進めてまいります。  

最後に、行財政についてであります。  

引き続き、まち・ひと・しごと創生総合戦略の円滑な施策の推進を図り、住民が安心

して働き、結婚・子育ての希望が実現され、将来に夢や希望を持つことができるまちづ

くりを進めてまいります。  

また、公共施設等の管理では、本年度策定予定の斑鳩町公共施設等総合管理計画に基



 - 31 - 

づき、個別施設ごとの方針等を策定し、施設が安全に長期間使用できるよう、ライフサ

イクルコストの縮減に配慮した適切な維持管理に努め、長期的な視点を持って町全体で

の公共施設等の適正配置に取り組んでまいります。  

財政運営につきましては、国全体で、尐子高齢化、人口減尐が進展しており、社会経

済情勢の先行きは非常に厳しいものと予想されますが、将来の世代へ過大な負担を残さ

ないため、限りある財源を効果的・効率的に活用し、将来にも責任を持って持続可能な

財政基盤の確立に努めてまいります。  

以上、町政運営に関する私の所信の一端と、新年度における主要施策の概要につきま

して申しあげました。  

２０２１年に迎える聖徳太子１４００年御遠忌は、聖徳太子の偉功をしのびつつ、太

子が唱えられた和の精神を受け継ぎ、未来へと引き継ぐ好機であり、観光の発展、さら

には、住んでみたい、住み続けたいという定住の地としての斑鳩町の魅力を発信してい

く機会でもあります。この聖徳太子１４００年御遠忌に向け、住民皆様とともに力を合

わせ、信念と情熱を持って諸施策の推進に全力で取り組んでまいる所存でありますので、

どうか議員皆様におかれましては、さらなるご支援、ご指導を賜りますよう、お願い申

しあげます。  

ご清聴ありがとうございました。  

○議長（中西和夫君）  次に、日程８．議案第１号  斑鳩町地域福祉計画推進協議会設置

条例について、日程９．議案第２号  斑鳩町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正する条例について、日程１０．議案第３号  斑鳩町個人情報保

護条例の一部を改正する条例について、日程１１．議案第４号  斑鳩町職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、日程１２．議案第５号  特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、

日程１３．議案第６号  斑鳩町町税条例等の一部を改正する条例について、日程１４．

議案第７号 斑鳩町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準に関する

条例の一部を改正する条例について、日程１５．議案第８号  平成２８年度斑鳩町一般

会計補正予算（第５号）について、日程１６．議案第９号  平成２８年度斑鳩町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第５号）について、日程１７．議案第１０号  平成２８

年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、日程１８．議案第１

１号 平成２８年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について、日程

１９．議案第１２号 平成２９年度斑鳩町一般会計予算について、日程２０．議案第１
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３号 平成２９年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算について、日程２１．議案第

１４号 平成２９年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算について、日程２２．議案第

１５号 平成２９年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算について、日程２３．議案第１

６号 平成２９年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算について、日程２４．議案第１

７号 平成２９年度斑鳩町水道事業会計予算について、日程２５．諮問第１号  人権擁

護委員の推薦について意見を求めることについて（その１）、日程２６．諮問第２号  

人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その２）、日程２７．諮問第

３号 人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その３）、日程２８．

認定第１号 町道認定について、日程２９．同意第１号  斑鳩町監査委員の選任につい

て同意を求めることについて、日程３０．同意第２号  斑鳩町政治倫理審査会委員の選

任について同意を求めることについて（その１）、日程３１．同意第３号  斑鳩町政治

倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて（その２）、日程３２．同意

第４号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて（その

３）、日程３３．同意第５号  斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求める

ことについて（その４）、日程３４．同意第６号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任に

ついて同意を求めることについて（その５）、日程３５．同意第７号  斑鳩町政治倫理

審査会委員の選任について同意を求めることについて（その６）、日程３６．同意第８

号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて（その７）、

日程３７．陳情第１号  介護保険制度の見直しに対する陳情書について、日程３８．報

告第２号 平成２９年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告について、以上３１議案を

一括上程いたします。  

町長から、本定例会に付議されました３０議案について、総括提案説明を求めます。  

小城町長。  

○町長（小城利重君）  それでは、本定例会に付議いたしました議案につきまして、その

概要を説明させていただきます。  

初めに、議案第１号 斑鳩町地域福祉計画推進協議会設置条例についてであります。

社会福祉法に規定する地域福祉計画の策定及び推進に当たり、有識者及び関係団体から

の意見の聴取を行うことを目的として設置する斑鳩町地域福祉計画推進協議会の組織及

び運営等必要事項を定めるため、本条例を制定するものであります。  

次に、議案第２号  斑鳩町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部を改正する条例についてであります。行政手続における特定の個人を識別するための



 - 33 - 

番号の利用等に関する法律の改正に伴い、同法を引用する条項について整理を行うもの

であります。  

次に、議案第３号  斑鳩町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてでありま

す。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に

伴い、同法を引用する条項についての整理等、所要の改正を行うものであります。  

次に、議案第４号  斑鳩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例についてであります。平成２８年度の国家公務員の給与に関する人事院勧告が平成２

８年８月８日に行われ、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律が改正されたことに伴い、この改正内容に準じて、介護休暇の分割取得及

び介護時間制度の新設等、所要の改正を行うものであります。  

次に、議案第５号  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例についてであります。さきの議案第１号でご説明いたしました斑鳩

町地域福祉計画推進協議会を設置することに伴い、本協議会の委員に支払う報酬等を定

めるため、所要の改正を行うものであります。 

次に、議案第６号  斑鳩町町税条例等の一部を改正する条例についてであります。地

方税法等の一部を改正する等の法律による平成２８年度の地方税制の改正内容のうち、

消費税率引き上げ時にあわせて適用することとされていたもの及び消費税率引き上げ時

期の延期に伴う税制上の措置等の見直しに関するもの等について、所要の改正を行うも

のであります。その内容といたしましては、個人町民税において住宅ローン控除の延長、

法人町民税では法人税割の税率の見直し、軽自動車税ではグリーン化特例の１年延長、

環境性能割の創設等について、所要の改正を行うものであります。  

次に、議案第７号  斑鳩町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準

に関する条例の一部を改正する条例についてであります。地域包括支援センター等に置

かれる主任介護支援専門員について更新制が導入されたことに伴い、所要の改正を行う

ものであります。  

次に、議案第８号  平成２８年度斑鳩町一般会計補正予算（第５号）についてであり

ます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５，４９９万９，０００円を追加し、

歳入歳出それぞれ９０億９，３１０万７，０００円とするものであります。  

初めに、歳入予算の補正についてであります。  

第１款 町税では、第２項 固定資産税で、償却資産の申告及び収納率が当初見込み

を上回ることなどから、１，４３０万円の増額補正をお願いするものであります。  
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第４項 たばこ税では、販売本数が当初見込みを上回ることから、６７０万円の増額

補正をお願いするものであります。  

第５項 都市計画税では、収納率が当初見込みを上回ることなどから、１３０万円の

増額補正をお願いするものであります。  

次に、第４款  配当割交付金では、その原資となる配当割県民税が減収となる見込み

であることから、２，４６０万円の減額補正をお願いするものであります。  

次に、第５款  株式等譲渡所得割交付金では、その原資となる株式等譲渡所得割県民

税が減収となる見込みであることから、３，２１０万円の減額補正をお願いするもので

あります。  

次に、第６款  地方消費税交付金では、決算見込みが当初見込みを上回ることから、

６，４１０万円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、第１４款 国庫支出金では、第１項  国庫負担金で、国民健康保険に係る保険

基盤安定負担金について交付決定がされたことにより、３４万３，０００円の増額補正

をお願いするものであります。  

第２項 国庫補助金では、３１７万１，０００円の減額補正をお願いするものであり

ます。その内容は、街なみ環境整備事業補助金において、交付決定額が国への要望額を

下回ったことから１，３１７万１，０００円の減額、学校施設環境改善交付金では、斑

鳩東小学校照明設備ＬＥＤ化工事費について交付金が交付される見込みであることから

１，０００万円の増額となっております。  

次に、第１５款 県支出金では、第１項  県負担金で、３２９万６，０００円の減額

補正をお願いするものであります。その内容は、国民健康保険に係る保険基盤安定負担

金において、国庫負担金と同様の理由により１２４万８，０００円の減額、後期高齢者

医療に係る保険基盤安定負担金において、交付決定がされたことから２０４万８，００

０円の減額となっております。  

次に、第１６款 財産収入では、第１項  財産運用収入で、土地開発基金用地の土地

貸付収入１８万４，０００円の増額補正をお願いするものであります。第２項  財産売

払収入では、阿波２丁目地内の町有地の一部を隣接する土地所有者に売却したことから、

４２５万円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、第１７款 寄附金では、ふるさと納税額が予算現額を上回ったことから、３５

０万円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、第２０款 諸収入では、第５項 雑入で、鳥取県中部地震で被災した北栄町へ
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の職員派遣費用について、北栄町より費用負担の申し出があったことから、１３８万９，

０００円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、第２１款 町債では、２，２１０万円の増額補正をお願いするものであります。

その内容は、道路橋りょう環境整備事業債２１０万円の増額、学校教育施設等整備事業

債２，０００万円の増額となっております。  

続きまして、歳出予算の補正についてであります。  

本補正予算では、人事異動に伴う人件費の補正を関係費目において計上しております。  

それでは、人件費以外の主な内容につきまして、申しあげます。  

初めに、第２款 総務費では、第１項 総務管理費で、職員の退職に伴う職員退職手

当負担金１，９５３万３，０００円の増額、歳入で申しあげたふるさと納税額の増額に

伴う報償費１２２万５，０００円の増額補正などをお願いするものであります。  

次に、第３款  民生費では、第１項  社会福祉費で、国民健康保険事業に係る保険基

盤安定等繰出金３７３万円の増額補正と、後期高齢者医療に係る保険基盤安定負担金２

７３万円の減額補正をお願いするものであります。  

次に、第５款  農林水産業費では、第１項  農業費で、県営事業のいかるが溜池環境

整備事業において、国庫補助の追加割り当てにより全体事業費が増加したことから、そ

の負担金として、５６２万３，０００円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、第６款  商工費では、まちなか観光景観形成事業補助金について、歳入で申し

あげた国庫補助金の減額により、補助対象外となる事業の執行を取りやめることとした

ため、２，１３４万２，０００円の減額補正をお願いするものであります。  

次に、第７款  土木費では、第４項  都市計画費で、公共下水道事業特別会計繰出金

１２４万２，０００円の減額補正と、法隆寺門前の町道２０２号線及び２０４号線の無

電柱化について、国の第７期無電柱化整備計画の対象路線として合意形成に至っておら

ず、今年度の事業執行を取りやめることとしたため、５００万円の減額補正をお願いす

るものであります。  

次に、第９款  教育費では、第２項  小学校費で、歳入で申しあげた斑鳩東小学校照

明設備ＬＥＤ化工事に要する費用３，０００万円の増額補正をお願いするものでありま

す。第５項 社会教育費では、斑鳩の里歴史文化遺産保存・活用基金への積立金１０９

万円の増額補正をお願いするものであります。  

最後に、第１２款  予備費では、今回の補正から生じた財源２，２６１万６，０００

円の留保をお願いしております。  
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なお、本補正予算では、住民基本台帳ネットワーク運用事業及び小学校照明設備ＬＥ

Ｄ化事業において、本年度末までに事業を完了させることができないことから、繰越明

許費として、合わせて３，２１５万１，０００円の予算措置をお願いしております。  

また、歳出で申しあげた法隆寺門前周辺地域の無電柱化設計業務委託につきましては、

２か年事業として平成２９年度の債務負担行為を設定していたことから、その廃止をお

願いしております。  

次に、議案第９号  平成２８年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５

号）についてであります。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４，７３５万５，

０００円を追加し、歳入歳出それぞれ４１億１，４１５万８，０００円とするものであ

ります。  

初めに、歳入予算の補正についてであります。  

第２款 国庫支出金では、１４万円の減額補正をお願いするものであります。その内

容は、第１項  国庫負担金で、療養給付費等負担金２６万円の増額、第２項  国庫補助

金で、財政調整交付金繰入金４０万円の減額となっております。  

次に、第５款  県支出金では、第２項 県補助金で、５，６１７万２，０００円の増

額補正をお願いするものであります。その内容は、普通調整交付金７万４，０００円の

増額、特別調整交付金５，６０９万８，０００円の増額となっております。  

次に、第８款  繰入金では、第１項  他会計繰入金で、３７３万円の増額補正をお願

いするものであります。 

次に、第１０款 諸収入では、第２項 雑入で、本予算補正において歳入額が歳出額

を上回ったことによって生じた財源を歳入欠かん補填収入で調整することとしたもので、

１，２４０万７，０００円の減額補正をお願いするものであります。  

続きまして、歳出予算の補正についてであります。  

第７款 共同事業拠出金では、４，７３５万５，０００円の増額補正をお願いするも

のであります。その内容は、高額医療費共同事業拠出金で１，９５８万６，０００円の

増額、保険財政共同安定化事業拠出金で２，７７６万９，０００円の増額となっており

ます。 

次に、議案第１０号 平成２８年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）についてであります。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１０５万８，００

０円を追加し、歳入歳出それぞれ１４億９３１万円とするものであります。  

初めに、歳入予算の補正についてであります。  
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第４款 繰入金では１２４万２，０００円の減額補正を、次に、第７款  町債では、

奈良県流域下水道事業における市町村負担金の変更に伴い、流域下水道事業債で２３０

万円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、歳出予算の補正についてであります。  

初めに、第１款 公共下水道費では、人事異動による人件費の補正として、１３１万

２，０００円の減額補正をお願いするものであります。  

次に、第２款  流域下水道費では、奈良県流域下水道事業における補正予算及び繰越

明許事業に伴う建設負担金として、２３７万円の増額補正をお願いするものであります。  

また、地方債では、流域下水道事業に係る地方債限度額を２，２７０万円とする増額

補正と、県事業におきまして繰越明許事業が実施されることから、その財源となる市町

村負担金において、２３７万円を平成２９年度に繰り越しをお願いするものであります。  

次に、議案第１１号 平成２８年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）についてであります。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６２２万５，００

０円を追加し、歳入歳出それぞれ３億８，９５２万６，０００円とするものであります。  

初めに、歳入予算の補正についてであります。  

第１款 後期高齢者医療保険料では、保険料収入の増加が見込まれることから、８９

５万５，０００円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、第４款  繰入金では、保険基盤安定負担金繰入金２７３万円の減額補正をお願

いするものであります。 

続きまして、歳出予算の補正についてであります。  

第２款 後期高齢者医療広域連合納付金では、６２２万５，０００円の増額補正をお

願いするものであります。その内容は、保険料等負担金８９５万５，０００円の増額、

保険基盤安定負担金２７３万円の減額となっております。  

次に、議案第１２号 平成２９年度斑鳩町一般会計予算についてであります。予算総

額は、歳入歳出それぞれ９０億円を計上しております。前年度と比較して、３億５，０

００万円、４．０％の増額となっております。  

初めに、歳入予算についてであります。 

町税では、前年度から４，４７０万円増の２９億１，５１７万円を計上しております。  

次に、地方譲与税及び地方交付税を初めとする各種交付金につきましては、可能な限

り国や県の情報収集に努めて積算を行ったものであります。  

こうした中、地方交付税は、普通交付税で、前年度と比較して７，５００万円減の２
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１億３，０００万円、特別交付税では、前年度と比較して６００万円減の３億６，００

０万円を計上しております。  

次に、国庫支出金では、東町池の流域貯留浸透事業に活用する国庫補助金などは減額

となるものの、児童福祉や障害者福祉に係る国庫負担金、私立保育所増築支援事業や史

跡中宮寺跡整備事業に活用する国庫補助金などが増額となることから、前年度と比較し

て１億７，６８７万３，０００円増の１０億２，６７３万６，０００円を計上しており

ます。 

次に、県支出金では、参議院議員選挙執行に伴う県委託金などは減額となるものの、

児童福祉や障害者福祉に係る県負担金、ため池の耐震再調査や史跡中宮寺跡整備事業に

活用する県補助金などが増額となることから、前年度と比較して７，１９８万７，００

０円増の６億３，８１９万円を計上しております。  

次に、寄附金では、企業版ふるさと納税として７，０００万円の寄附申し出がありま

したことから、個人の寄附と合わせまして、７，８００万円を計上しております。  

次に、繰入金につきましては、財政調整基金繰入金で、前年度と比較して１，０００

万円減の１億円を計上しております。  

最後に、町債につきましては、前年度と比較して７，５８０万円増の５億９，０９０

万円を計上しております。  

続きまして、歳出予算の内容についてであります。  

初めに、第１款 議会費では、前年度から３２万３，０００円増の１億５００万４，

０００円を計上しております。  

次に、第２款  総務費では、前年度から１，９８０万９，０００円増の１０億７，２

７２万１，０００円を計上しております。増額の主な理由は、いかるがホール空調設備

調査設計及び照明設備更新、役場庁舎非常用自家発電設備更新、町制７０周年記念事業

などに要する費用の増によるものであります。  

次に、第３款  民生費では、前年度から１億６，１６９万８，０００円増の３２億３，

９５３万９，０００円を計上しております。増額の主な理由は、私立保育所の増築支援

や私立保育所入所委託料及び障害者福祉扶助費などの増によるものであります。  

次に、第４款  衛生費では、前年度から９，４２６万８，０００円減の８億９，８８

５万１，０００円を計上しております。減額の主な理由は、衛生処理場焼却棟の解体撤

去費などの減によるものであります。  

次に、第５款  農林水産業費では、前年度から４，６３８万円増の１億４，４０２万
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３，０００円を計上しております。増額の主な理由は、ため池の耐震再調査に要する費

用やいかるが溜池の環境整備負担金などの増によるものであります。  

次に、第６款  商工費では、前年度から８，８４３万８，０００円増の２億１，２４

９万１，０００円を計上しております。増額の主な理由は、企業版ふるさと納税を活用

したまちあるき拠点誘致のための用地の購入費用の増などによるものであります。  

次に、第７款  土木費では、前年度とほぼ同額の９億１，５５２万９，０００円を計

上しております。  

次に、第８款  消防費では、前年度から１，１９９万円減の３億７，６７３万５，０

００円を計上しております。減額の主な理由は、消防団第３分団輸送車の更新、高齢者

等を対象とした災害情報配信サービスの実施などに要する費用が増となるものの、県防

災行政通信ネットワークの再整備や消防団第３分団詰所駐車場用地の購入が完了し、減

となったためであります。  

次に、第９款  教育費では、前年度から１億１，３９２万４，０００円増の１１億２，

０３５万１，０００円を計上しております。増額の主な理由は、小学校校舎の耐震補強

や史跡中宮寺跡の整備などに要する費用の増によるものであります。  

最後に、第１１款  公債費では、前年度から２，５０２万６，０００円増の８億６，

４７５万円を計上しております。増額の主な理由は、平成２５年度に発行したごみ積み

替え施設整備事業債や臨時財政対策債の元金償還の開始によるものであります。  

次に、議案第１３号 平成２９年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算についてで

あります。予算総額は、歳入歳出それぞれ３６億８，７７０万円を計上しております。

前年度と比較して、２，７６０万円、０．８％の増額となっております。  

初めに、歳入予算についてでありますが、国保税収入では、６億２，２２４万９，０

００円を計上しております。  

次に、国庫支出金では、療養給付に係る負担金や財政調整交付金等で６億９，５７３

万８，０００円を、前期高齢者交付金では、１１億３，５２６万７，０００円を計上し

ております。  

そのほか、療養給付費等交付金で６，６８９万４，０００円、県支出金で１億７，３

９９万６，０００円、共同事業交付金で７億２，５１６万１，０００円を計上しており

ます。 

また、繰入金では、事務経費や出産育児一時金、保険基盤安定などの繰り入れとして、

２億６，１１７万４，０００円を計上しております。なお、この繰入金には、引き続き、
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介護納付金の不足分として一般会計からの支援を含んでおります。  

続きまして、歳出予算についてでありますが、歳出総額の約６２％を占めている保険

給付費につきましては、２２億９，４５４万７，０００円を計上しております。  

その他の主な支出といたしましては、後期高齢者支援金等で３億９，１６９万２，０

００円、介護納付金で１億３，０８８万８，０００円、共同事業拠出金で７億６，１７

７万５，０００円を計上しております。  

次に、議案第１４号 平成２９年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算についてであ

ります。予算総額は、歳入歳出それぞれ１３億７，５７０万円を計上しております。前

年度と比較して、３８０万円、０．３％の増額となっております。  

初めに、歳入予算についてでありますが、公共下水道への接続件数を１８０件見込ん

でおり、加入負担金で１，８００万円を、下水道使用料で、前年度と比較して１，４９

２万７，０００円増の１億３，７６１万７，０００円を計上しております。  

次に、国庫支出金では、前年度と同額の３億円を計上しております。  

その他、一般会計繰入金で５億１，２５４万９，０００円を、町債で４億１０万円を

計上しております。  

続きまして、歳出予算についてでありますが、公共下水道費では、８億１，５８９万

６，０００円を計上しております。  

次に、流域下水道費では１，６８４万円を、公債費で５億３，３１１万４，０００円

を、諸支出金で９８５万円を計上しております。  

次に、議案第１５号 平成２９年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算についてであり

ます。 

初めに、保険事業勘定についてであります。  

予算総額は、歳入歳出それぞれ２４億３，５７０万円を計上しております。前年度と

比較して、８，２４０万円、３．５％の増額となっております。  

まず、歳入予算についてでありますが、保険料収入として、５億４，７６１万１，０

００円を計上しております。  

次に、保険給付及び地域支援事業等に係る歳入として、国庫支出金で５億５６２万８，

０００円を、支払基金交付金で６億４，７３７万８，０００円を、県支出金で３億４，

６２１万６，０００円をそれぞれ計上しております。  

次に、一般会計繰入金として、３億７，２６０万５，０００円を計上しております。  

また、介護保険給付費準備基金からの繰入金として、１，５００万円を計上しており
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ます。 

続きまして、歳出予算についてでありますが、介護給付費として、２２億７，１１１

万７，０００円を計上しております。  

また、地域支援事業費では、９，９１０万６，０００円を計上しております。  

介護サービス事業勘定でありますが、予算総額は、歳入歳出それぞれ１，１８０万円

を計上しております。前年度と比較して、５０万円、４．４％の増額となっております。  

初めに、歳入予算についてでありますが、介護予防サービス計画費収入として、１，

１７８万７，０００円を計上しております。  

続きまして、歳出予算についてでありますが、要支援認定者に対するケアプランの作

成を行う職員の人件費及び委託料として、１，１６２万４，０００円を計上しておりま

す。 

次に、議案第１６号 平成２９年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算についてであ

ります。予算総額は、歳入歳出それぞれ４億１，０５０万円を計上しております。前年

度と比較して、２，９１０万円、７．６％の増額となっております。  

初めに、歳入についてでありますが、後期高齢者医療保険料で、３億３，２９１万円

を計上しております。  

次に、繰入金では、広域連合の運営に係る事務経費や保険基盤安定などの繰り入れと

して、７，６５０万５，０００円を計上しております。  

続きまして、歳出予算についてでありますが、後期高齢者医療広域連合納付金で、４

億３２３万３，０００円を計上しております。  

次に、議案第１７号 平成２９年度斑鳩町水道事業会計予算についてであります。  

初めに、収益的収入及び支出についてでありますが、水道事業収益では、７億６，１

５３万３，０００円を計上し、前年度と比較して、１９４万２，０００円、０．３％の

増額となっております。 

また、水道事業費用では、７億５，４１２万７，０００円を計上し、前年度と比較し

て、１万円の増額となっております。  

続きまして、資本的収入及び支出についてでありますが、資本的収入では、１億６，

１２９万９，０００円を計上し、前年度と比較して、１，３０２万４，０００円、８．

８％の増額となっております。  

また、資本的支出では、３億３，８０６万６，０００円を計上し、前年度と比較して、

１，９４２万４，０００円、６．１％の増額となっております。  
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なお、新年度の消費税抜きの損益見込額は、約８６３万円の利益を見込んでおります。  

次に、諮問第１号から諮問第３号  人権擁護委員の推薦について意見を求めることに

ついて（その１）から（その３）であります。現委員の森田敬子氏、西尾雅央氏、已波

美津子氏の任期が平成２９年６月３０日をもって満了となることから、引き続き森田敬

子氏を、また、西尾雅央氏及び已波美津子氏の後任として、北山裕見子氏及び中井充啓

氏を推薦することについて、議会の意見を求めるものであります。  

次に、認定第１号  町道認定についてであります。開発道路の帰属による１０路線、

位置指定道路の寄附による３路線の合計１３路線の認定をお願いするものであります。  

次に、同意第１号  斑鳩町監査委員の選任について同意を求めることについてであり

ます。斑鳩町監査委員の佐伯知輝氏の任期が平成２９年３月２８日をもって満了となる

ことから、引き続き佐伯知輝氏を同委員として選任することについて、議会の同意を求

めるものであります。  

次に、同意第２号から同意第８号  斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を

達也氏

郎氏を選任することについて、議会の同意を求めるものであります。  

次に、報告第２号  平成２９年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告についてであり

ます。 

平成２９年度の斑鳩町文化振興財団の予算は、経常費用で１億７，６７７万円となっ

ております。前年度と比較して、１，１３０万６，０００円、６．８％の増額となって

おります。  

新年度の事業計画につきましては、自主文化事業として２６事業を計画し、事業費は、

１，４５０万４，０００円となっております。  

次に、斑鳩町文化振興センターの管理及び運営では、その事業費として、１億１，９

２４万２，０００円を計上しております。また、図書館管理事業費では、１，５４５万

５，０００円を計上しております。  

以上をもちまして、提案いたしましたそれぞれの議案につきましての概要説明とさせ

ていただきますが、いずれの議案につきましても、温かいご審議を賜りまして、原案ど
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おり議決を賜りますよう、お願い申しあげます。  

ご清聴ありがとうございました。  

○議長（中西和夫君）  ここでお諮りいたします。  

本日提出されております議案について、ただいま町長から総括提案説明を受けました

ので、日程８．議案第１号から日程２４．議案第１７号まで及び日程２８．認定第１号  

の町長提案の１８議案については、会議規則第３９条第３項の規定により、提案説明を

省略することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、これより議事日程に従い、議事を進めてまいります。  

日程８．議案第１号 斑鳩町地域福祉計画推進協議会設置条例についてを議題とし、

総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第１号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第１号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

次に、日程９．議案第２号  斑鳩町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第２号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第２号は、総務常任委員会に付託いたします。  

次に、日程１０．議案第３号  斑鳩町個人情報保護条例の一部を改正する条例につい

てを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第３号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第３号は、総務常任委員会に付託いたします。  

次に、日程１１．議案第４号  斑鳩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第４号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第４号は、総務常任委員会に付託いたします。  

次に、日程１２．議案第５号  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
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する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第５号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第５号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

次に、日程１３．議案第６号  斑鳩町町税条例等の一部を改正する条例についてを議

題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第６号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第６号は、総務常任委員会に付託いたします。  

次に、日程１４．議案第７号  斑鳩町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施

に係る基準に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受け

いたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第７号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第７号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

次に、日程１５．議案第８号  平成２８年度斑鳩町一般会計補正予算（第５号）につ

いてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第８号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第８号は、総務常任委員会に付託いたします。  

次に、日程１６．議案第９号  平成２８年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第５号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第９号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第９号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

次に、日程１７．議案第１０号  平成２８年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第１０号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第１０号は、建設水道常任委員会に付託いたしま

す。 
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次に、日程１８．議案第１１号  平成２８年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第１１号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第１１号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

次に、日程１９．議案第１２号  平成２９年度斑鳩町一般会計予算についてを議題と

し、総括質疑をお受けいたします。  

１２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  それでは、この一般会計の方では、３点質問させていただきた

いと思います。  

これまでにも、シルバー人材センターへの発注の関係でですね、割り戻し卖価につい

て最低賃金を下回っているということで、問題指摘をさせていただきましたが、２９年

度の予算編成に当たっては、町はどのような考えで編成されているんでしょうか。  

○議長（中西和夫君）   

 町のシルバー人材センターへの発注につきましては、こ

れまでと同様に、変更はございません。引き続き、シルバー人材センターで受注が可能

な業務につきまして、高齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する団体であります

ことから、優先的に随意契約等で発注してまいりたいと考えているところでございます。

以上です。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  優先的に発注をされるということで、仕事をつくっているとい

うことについては評価はしてきましたけども、その卖価が低いことによって、シルバー

人材センターの中の会員さんのほうからですね、不満が出ているという点については、

町のほうも把握をされているというふうに思うんです。今、シルバー人材センターのほ

うも運営が大変だということで、この間、議会も懇談をさせていただきましたけども、

そうした不満が会員減につながっているということについて、町はどのように認識をさ

れているんでしょうか。 

○議長（中西和夫君）   

 シルバー人材センターにおかれましても、会員の、いわ

ゆる増員につきましては、懸命に努力されているものと認識しているところでございま

す。 
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○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  そのシルバーのほうでも努力はされていますけども、その原因

の一端を町がつくっているという認識はお持ちでしょうか。  

○議長（中西和夫君）   

 これまでの答弁でもさせていただきましたとおり、請負

業務の契約となっておりますので、その観点から、本町は、シルバーからあがってまい

りました見積もりの中で予算措置をさせていただいているところでございます。以上で

す。 

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  ちょっと私の聞いている話と違いますね。シルバーのほうでは、

最低賃金プラス手数料ということで見積もりをされていると以前お聞きしましたし、今

ですね、最低賃金については７６２円に引き上げられているということですが、では、

シルバーが見積もりをしてきた金額でということですが、前年度の契約金額からですね、

上昇していると、改善されているというものはあるんですか。  

○議長（中西和夫君）   

 私の部が把握している範囲内におきましては、同様でご

ざいます。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  そうしますと、今、部長おっしゃった、シルバーのほうで見積

もりをされている分で契約をしているというのは当てはまらないというふうに思うんで

すけども、その点はどうなんですか。  

○議長（中西和夫君）   

 平成２９年度の予算を計上するに当たりまして、シルバ

ー人材センターに関しまして、これまでシルバー人材センターで発注してきたものにつ

きまして、見積もりを徴取させていただきました。そうした中で、発注回数であったり、

内容が変わらない金額でありましたならば、これまでの実績と同様となっておりました

ので、そういった面では、これまで同様というふうに認識しているところでございます。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  ちょっとよくわからなかったんですけども、要望があったけど

も、結局、その要望、シルバーからの要望には応えていないということですよね。これ

までと同じ金額での契約。シルバーは、改善の要望をされていないんですか。  
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○議長（中西和夫君）  。 

 平成２９年度予算に当たりましては、要望はございませ

んでした。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  ちょっと私の聞いている話と違いますね。これについては、ま

た、４月以降にですね、シルバー人材センターのほうから議会に対しての懇談の申し出

ありますので、その場でも確認をさせていただきたいというふうに思いますが、基本的

に、シルバーさんが以前におっしゃっていたのはですね、最低賃金を下回る卖価で、手

数料についても、一般の企業さんとか、住民さんから受ける仕事よりも、町から発注さ

れる仕事の卖価が低いということで、会員内で不満がたまっているということについて

改善を求めるということをおっしゃってはったので、それについてはきちっと町として

応えていくべきだということを申しあげてきましたが、２９年度予算においては、それ

がまだ改善されていないということで、今、部長、答弁されたというふうに思いますの

で、これについては、また確認はしますけども、私は、きちっと改善をしていくという

姿勢を町として持っていただきたいということを強く要望しておきたいと思います。  

それとですね、今回、シルバー人材センターの補助金の額が８６万１，０００円あが

っていましたけど、この理由について、教えていただけますか。  

○議長（中西和夫君）   

 シルバー人材センター活動助成金の増額につきましては、

シルバー人材センターが国から交付を受ける補助金は、国において、補助対象経費の２

分の１の額かつ補助限度額の範囲内において交付されていることが基本となっておりま

す。ただし、国の補助限度額の上限額は、地方公共団体からの国庫補助対象経費に係る

補助金の総額が国が予定する補助限度額の上限に達しない場合は、補助限度額にかかわ

らず、いわゆる地方公共団体の額とされているところでございまして、このたび、シル

バー人材センターから、高齢者活用等サポート事業において、１ランク、１区分上がり

ますよというようなことを伺いましたことから、それをもとに算定をさせていただいて、

増額計上をさせていただいたところでございます。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  町の補助金引き上げたということなんですよね。国の補助金が

ふえたというわけではなしに、国の上限がまだあったので、町として引き上げたという

ふうに理解してよろしいですか。  
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○議長（中西和夫君）   

 簡卖に言いますと、国の補助金は、町の補助金の、いわ

ゆる国の補助金の限度額は、町の補助金の限度額を上限としていますので、仮に国の補

助金の上限にいっていたとしても、町の補助金が５００万円やったら、５００万円しか

出しませんよという方針ですので、どう言うたらいいんですかね、多くいうか、可能な

限り全部受けていただくように、斑鳩町のほうの補助金も国の限度額に合わせてという

ふうにご理解いただければと思います。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  ちょっとよく理解できていない部分があるので、それについて

は、また後刻教えていただきたいと思います。  

○議長（中西和夫君）  池田副町長。  

 ちょっと補足させていただきますと、平成２９年度におきまし

て、国の補助限度額が上がったということで、それに合わせて町の補助金も合わせまし

たよと。今まで余裕があったんと違うんですわ。ですから、シルバーさんが余分に補助

金もらえるように、町も８６万１，０００円増額して９６４万１，０００円にさせてい

ただいた。そうすることによって、国からも同額の補助金をもらえますよということで、

予算計上させていただいております。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  一定、努力をされているなというわけじゃない、ですよね、そ

うでしょう。それはわかりました。ただですね、シルバーさんが要望してはる、最低賃

金の基準で、さらに手数料を一般の住民さんとか、企業さんからいただいている手数料

１０％で見積もった金額で見ますと、今、町が発注されて、これまで発注されてきた、

例えば前年度と同じであれば、総額で見ると、２７０万円程度差があるんですね。です

ので、今回、８６万１，０００円の、それは補助金という形ですけども、ふえても、や

っぱりまだ足りないということになるし、会員さんの手元には、やっぱりきちっとした

配分金という形で届かないということになりますので、これについては、やはり今後も

改善が必要だということで申しあげておきたいというふうに思います。  

それでは、次ですね、総務委員会のときにも、一定、お尋ねしたんですけども、ちょ

っと途中で終わってしまったので、こちらのほうで聞かせていただきたいと思うんです

が、まちなか観光の推進ということで、これは、企業版ふるさと納税も活用して土地を

購入するということと、あとですね、モニュメント広場を整備するということで、私の
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認識が若干ちょっと違っていたというのもありますが、この事業の内容について、２９

年度ではどのように考えているのか、お尋ねしておきたいと思います。  

○議長（中西和夫君）  植村総務部長。  

○総務部長（植村俊彦君）  まず、総務委員会でもご報告をいたしましたとおり、小城製

薬株式会社から企業版ふるさと納税を受けることによりまして、その対象事業といたし

まして、まちづくり拠点の誘致のための土地の購入を行うといたしたものでございます。

土地につきましては、旧農協倉庫跡地を予定をいたしております。用地を購入した後は、

観光振興のための宿泊施設や店舗などのまちあるき拠点の誘致を行ってまいりたいと思

っております。これにつきましては、土地を民間事業に貸与をいたしまして、民間事業

者によります宿泊施設、店舗等の整備及び運営を促してまいりたいと考えているところ

でございます。  

もう１点、モニュメント広場につきましては、観光戦略の中でもうたわせていただく

予定といたしておりますけれども、なかなか斑鳩町の中で、法隆寺や斑鳩町、聖徳太子

などを感じ取れる、そういうシンボリック的なものがないという調査結果等から、門前

の近く、松並木の東側の土地におきまして、そういう斑鳩町や聖徳太子、法隆寺を感じ

取れるような何かシンボリック的なものをつくろうということでございます。今年度に

おきましては、それのデザイン案を、大阪芸術大学の学生さんにそのデザインをつくっ

ていただくようお願いしていこうということで、デザインの報償費を予算で計上させて

いただいたものでございます。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  そうしますと、２９年度では、企業版ふるさと納税を活用して

の部分については、土地の購入と、一応、民泊、民間宿泊施設を誘致していこうという

考え方を持っておられるようですけども、その具体化については、２９年度ではまださ

れないということですかね。  

○議長（中西和夫君）  植村総務部長。  

○総務部長（植村俊彦君）  まずは土地の購入手続きを進めてまいりたいと思っておりま

す。土地購入後について、その後のことについて具体的に進めてまいりたいと思ってお

ります。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  斑鳩町、なかなか宿泊施設がないと言われてきた中で、こうし

た宿泊できる施設をつくっていこうとする姿勢については評価できるものだというふう



 - 50 - 

に考えます。ただ、その手法とかですね、具体的にどう進めていくのかという点につい

ては、やはり住民の皆さんにも理解していただけるような形が必要だと思いますので、

また担当常任委員会のほうにですね、きちっと報告していただいて、相談をもって進め

ていただきたいというふうに思いますので、要望しておきます。  

そうしましたら、もう１点ですね、地域集会所の施設整備の支援ということで、２９

年度で２，００８万９，０００円計上されていますが、先日ありました議員懇談会の中

で説明いただく分については、单興留の第２自治会が新たに自治会館を建設されるとい

うことで説明があったんですけども、これについては、面積がどれぐらいで、金額的に

はどうなっているのか、その辺のところをお尋ねしたいと思います。  

○議長（中西和夫君）  植村総務部長。  

○総務部長（植村俊彦君）  平成２９年度の地域集会所施設整備費等補助金の予算計上総

額２，００８万９，０００円でございますが、このうち、集会所、单興留第２自治会の

集会所の新築に係る予算計上額につきましては、１，３８８万２，０００円でございま

す。現在、集会所を計画されているところでは、木造平屋で床面積８１平米と聞いてお

ります。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  町の補助金の金額で言うとおよそ１，３８８万円だということ

ですけども、この８１平米で建設、総額としては、自治会としてはどれぐらい見込んで

はるのか、町に申請されてきているのはどういう状態なんでしょう。  

○議長（中西和夫君）  植村総務部長。  

○総務部長（植村俊彦君）  工事そのものは、補助の対象となる工事そのものは、その建

物の本体工事、それから外構工事、それから既存建物の解体撤去工事費となっておりま

す。そのうち、建築工事費につきましては、１，７２３万６，５５０円が必要だという

ことでの計画を聞いておるところでございます。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  尐しお聞きすると、町が設けている基準よりも卖価的に高くな

っているんじゃないかということを聞いているんですけども、町の補助する基準として

はどんなふうになっていて、今、言うていただいた金額が合致しているのかどうか、お

尋ねしたいと思います。 

○議長（中西和夫君）  植村総務部長。  

○総務部長（植村俊彦君）  建築工事につきましては、先ほど言いましたように、１，７
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２３万６，５５０円費用が必要だということでありますけれども、補助の対象となりま

すのは、私ども、１平米当たり２０万円を上限といたしております。８１平米ございま

すので、２０万円を掛けますと、１，６２０万円が補助対象経費でございます。なお、

補助は、これに対して３分の２を乗じた額でございます。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  そうしましたら、先ほど総額で、自治会のほうでは１，７００

何がしかということで見込んでいるけども、町としては、基準に照らして１，６００万

円上限にして、要綱に基づいて支出をしているということで理解してよろしいでしょう

か 

○議長（中西和夫君）  植村総務部長。  

○総務部長（植村俊彦君）  実際工事された後、どれだけの金額がかかったかということ

に対して、今、申しあげました計算によって補助を出すいうことになりますので、必ず

しも１，６２０万円が出す、補助を決定したということではございませんので、よろし

くお願いしたいと思います。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  きちっと要綱に基づいてということで、金額が変更された、も

し変更されたとしてですね、執行されるということで確認をしておきます。  

それとですね、今、撤去費用のことも含まれるというふうにおっしゃいましたけども、

自治会館の建設に当たっては、補助金を出すのに、要綱で項目設定されていると思うん

ですけども、この撤去費用、もともとあったものについて、この間、もともと自治会館

つくってはって、それが古くなってきて建て替えるというところも多くなってくると思

いますし、あと、今回のケースで言うと、ご寄附を受けて、もともと家があるのを解体

して自治会館を建設されるというふうにお聞きをしていますけども、この撤去費用の補

助根拠ですね、については、要綱の中ではどんなふうに定められているんでしょうか。  

○議長（中西和夫君）  植村総務部長。  

○総務部長（植村俊彦君）  撤去費用につきましては、要綱等で整理をさせていただいて

おります。これにつきましては、先ほどの計算ではなく、撤去費用の３分の２を補助さ

せていただくということでございます。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  ちょっと今、私、要綱そのものは持っていないんですけども、

例えば、建築に当たっては平米当たり２０万円という上限設けていますけども、撤去に
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ついてのそういう根拠っていうのは示されているんでしょうか。  

○議長（中西和夫君）  植村総務部長。  

○総務部長（植村俊彦君）  撤去について、先ほどの建築工事のような上限を設けている

ということではなく、３分の２を補助させていただくということでございます。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  これにつきましても、やっぱり根拠を示していくのにその基準

を設けていくべきだというふうに思うんですけども、例えば建築するのに、上限、平米

２０万っていう制限がありますけども、撤去費用が例えば１，０００万かかりますとい

うのについても、それ、３分の２補助していくのかっていうふうに問われると、じゃあ、

その根拠は何ですかということで、やっぱり住民さんからも聞かれたりしますので、今

後やっぱり建て替えっていうのが多くなっていく中で、きちんとやっぱり解体費につい

ても一定の基準でもって３分の２の補助をするという、その金額的な根拠をつくってい

くべきじゃないかなというふうに考えるんですけども、これはいかがでしょうか。 

○議長（中西和夫君）  植村総務部長。  

○総務部長（植村俊彦君）  建築工事の場合につきましては、例えば豪華なものであると

か、つくって、そもそも上限がない場合もございます。それで、監査委員のご指摘等に

よりまして、補助金額、補助をするときには２０万円を限度にしてくださいよというこ

とでございます。したがって、自治会が、どのようなものというのが語弊ありますけれ

ども、自治会が金額を多くつくっておられても、あくまでも補助を出すのに２０万円を

限度にしたということでございます。  

一方で、解体工事につきましては、当然、適正な価格、業者との適正な価格になるよ

う、それについては私どもも注視をしているところでございます。ただ、あくまでも、

工事そのものであっても、工事そのものに対して３分の１は自治会そのものが負担され

ますから、あまり工事額が高くなるようなことになるとは常識的には考えられないとい

うふうに思っておるところでございます。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  常識的に考えたらそうなんですけども、常識的に当てはまらな

いケースが出てこないとも限らないので、今すぐここで結論出そうとは思いませんから、

またしっかり議論していきたいと思いますけども、この点については、やっぱり今後ね、

建て替えっていうのがふえてくると思いますので、撤去費用についての補助根拠もきち

っとやっぱり項目の中に明記していくべきじゃないかなというふうに思いますので、そ
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のことについては提起をさせていただいておきます。  

それとですね、もう１点だけ確認したいんですけども、この自治会館を建てるに当た

って、土地を寄附されたというふうにお聞きをしているんですけども、これは、自治会

に対して寄附をされたのか、それか町に対して寄附をされたのか、それらについてお尋

ねしたいと思います。  

○議長（中西和夫君）  小城町長。  

○町長（小城利重君）  自治会に対して寄附されたと。 

○議長（中西和夫君）  植村総務部長。  

○総務部長（植村俊彦君）  訂正をさせていただきたいと思います。亡くなられた方、所

有者が亡くなられた際に、自治会集会所として使用されることを希望する土地というこ

とで町に寄附をしていただいたということでございます。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  今後、その土地の上に自治会館を建設されていくことになるん

でしょうけども、町に寄附を受けたということで、その自治会館の土地として、どのよ

うな形で自治会に使っていただくことになるのか、町との関係ですね、についてはどう

なっていくでしょうか。 

○議長（中西和夫君）  植村総務部長。  

○総務部長（植村俊彦君）  土地使用貸借契約を自治会と締結をいたしまして、無償で土

地の貸与を行うことといたしております。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  いろいろ確認してきましたけど、別にこれがだめだって言うて

いるんじゃないんです。町がきちっと要綱等に基づいて補助金を支出されているのかと

いうのと、あと、土地の部分についてもですね、以前、峨瀬の問題で訴訟とかされてい

ますので、その辺は、町長、よう認識しておいてほしいんですけども、その点について、

やはり法的に問題ないのか、手続き的に問題ないのかということを確認させていただき

たいと思いましたので、質問で取り上げさせていただきました。  

先ほど申しあげました撤去費用の補助根拠について、今後、確立していく必要がある

と思いますので、そのことを申しあげて、終わります。  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第１２号に関する総括質疑を終結いたします。  

ここでお諮りいたします。  

ただいま議題となっています議案第１２号につきましては、委員会条例第５条の規定
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により、委員７名をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託すること

にご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、議案第１２号については、委員７名をもって構成する予算審査特別委員会を

設置し、これに付託することと決しました。  

お諮りいたします。  

ただいま設置されました特別委員会の委員は、委員会条例第７条第４項の規定により、

議長において指名することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、議長において指名いたします。  

総務常任委員会から、小林議員、坂口議員、厚生常任委員会から、小村議員、濱議員、

建設水道常任委員会から、平川議員、奥村議員、広報発行常任委員会から、伴議員、以

上７名の議員を指名いたします。各議員には、よろしくお願いいたします。  

時間になっていますねけど、このまま続けていきますか。もう、ここで休憩をとりま

すか。 

（「続行で」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  よろしいですか。 

次に、日程２０．議案第１３号  平成２９年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算

についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

１２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  この国保特別会計のほうでは、２点、質疑させていただきたい

と思います。  

この間ですね、そもそも平成３０年度から国保の県卖位化が進められようとしていま

すけども、そうなるもともとの問題ですね、については、市町村が独自で財政的な運営

をしていけないということで国がきちっと財政支援をするということがあったんですけ

ども、それが３，４００億円だということですが、平成２７年度から、１，７００億円

が市町村に対して支援をされているはずですが、この間ですね、予算書等を見ましても、

この国からいくら入って町でどういう使い方をしているのかという金額の流れというの

がね、わからなかったので、この点について、２９年度ではどうなっているのか、これ
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までの経緯も含めてですね、確認をさせていただきたいと思います。  

○議長（中西和夫君）  乾生活環境部長。  

○生活環境部長（乾善亮君）  ただいま質問者おっしゃいましたように、国民健康保険の

財政基盤をさらに強化するということで、低所得者の数に応じた保険者支援制度がさら

に拡充されまして、国全体で約１，７００億円の公費の拡充がされております。この拡

充の内容につきましては、保険税の７割、５割軽減の支援率が引き上げられて、さらに

２割軽減も対象になったということでございます。  

その結果、当町の国民健康保険の特別会計の中で、拡充前の平成２６年度では約２，

２５０万円であったものが、平成２７年度、拡充後の平成２７年度で約６，３９０万円

となっておりますので、約４，１４０万円の増額となっております。また、平成２８年

度につきましても、約４，０７０万円の増額となっているところでございます。  

この保険者支援制度の負担割合につきましては、国が２分の１、県が４分の１、そし

て町が４分の１となっておりますので、町は一般会計で、この国の２分の１と、それか

ら４分の１を一般会計で受けまして、そして町の負担分の４分の１を合わせて国保の特

別会計へ繰り出しをしているということでございます。  

そして、この平成２９年度の国民健康保険の特別会計では、歳入で、一般会計からの

繰入金、保険者支援制度分の基盤安定繰入金として６，２８２万１，０００円を計上い

たしておりまして、この分の歳出につきましては、保険給付費の一部の財源として４，

４６６万円、それから後期高齢者支援金分の一部の財源といたしまして１，４０９万７，

０００円、それから介護納付金の一部の財源として４０６万４，０００円、合計として

同額の６，２８２万１，０００円を財源として計上いたしているところでございます。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  この国からの財政支援っていうのは、今後はどうなっていくん

でしょうか。平成３０年度で国保卖位化されますけども、その後もずっと継続して行わ

れるのか。それとですね、予算書を見ても、この流れっていうのはわからないんですけ

ども、これを明確にしていただくようなことっていうのはできないんでしょうか。  

○議長（中西和夫君）  乾生活環境部長。  

○生活環境部長（乾善亮君）  この保険者支援制度につきましては、継続して、国のほう

は、当初、毎年１，７００億円、平成２９年度からまた追加でプラス１，７００億円と

いうことで、当初、国のほうはそういう考え方を示しておりましたけれども、消費税率

の引き上げの時期が延びたということで、財源が厳しいという中で、やはり若干圧縮さ



 - 56 - 

れてくるのではないかというふうに考えております。これは、当然まだ、今、明確なも

のは出ておりませんけれども、我々も継続していただけけるようにお願いをしていきた

いと思いますし、国のほうも、財源をいろいろ確保、考えながら確保していただけると

思いますので、これは当然、国保の財政基盤の安定化ということでございますので、こ

れは引き続き町としても要望してまいりたいというふうに思います。 

それとあと、予算の関係につきましては、今のこの予算の組み立ての考え方としては

こういう表記の仕方になっておりますので、また今後、どういう形で、参考資料として

お出しさせていただくのかどうかということも含めて、また検討させていただきたいと

思います。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  予算書上での表記が仮に困難であるとすれば、また別の形での

資料ということでも別に結構ですので、わかるような形で示していただきたいというふ

うに思います。  

それと、国からのこの財政支援については、当然、もともとですね、国のほうが負担

を減らしてきたということで財政を圧迫しているわけですから、引き続きですね、その

点も含めてですね、国からきちっと財政支援を求めていくようにしていただきたいと思

いますので、要望しておきます。  

それとですね、この間、何回か議論はしてきましたけども、法定外繰り入れについて

でですね、２９年度については、どのような考え方で、どんな計上がされているんでし

ょうか。  

○議長（中西和夫君）  乾生活環境部長。  

○生活環境部長（乾善亮君）  法定外繰り入れの関係でございますけれども、平成２９年

度予算におきましては、平成２６年度分の赤字分の２分の１の１，４７３万７，０００

円の繰り入れを計上させていただいているということで、あと、この残りの、平成２６

年度の残りの半分については、平成３０年度に予算で繰り入れをさせていただきたいと、

このように考えております。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  今の時点でお答えいただけるかどうかわからないんですけども、

平成３０年度以降ですね、国保の県卖位化が進む中で、この法定外繰り入れについては

継続をしていくということでお考えをお持ちなのかどうか、お尋ねしておきたいと思い

ます。 
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○議長（中西和夫君）  乾生活環境部長。  

○生活環境部長（乾善亮君）  ３０年度までは、先ほど申しあげましたように平成２６年

度の半分ということで、３１年度以降につきましては、平成２７年度から介護納付金分

の税率の引き上げも行っておりますので、赤字が尐額となっておりますことを踏まえま

して、それとあと、今後の町の財政状況あるいは国保の財政の運営状況、これも踏まえ

ながら、そして議会ともご相談させていただきながら、今後、検討してまいりたいと考

えております。  

○議長（中西和夫君）  １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君）  介護納付金については、２７年度から引き上げをした関係もあ

ってそんなにマイナスにならないようになってきているというのはお聞きしています。

ただ、一方で、後期高齢分ですね、については、まだ赤字が発生しているというのもあ

りますし、平成３０年度の県から示してくる国保の標準税率、料率がですね、いくらに

なってくるのか、そして町としてどういう考え方で保険税設定していくのかということ

にもかかわってきますので、これについては、また、きちっと議論していきたいという

ふうに思いますが、基本的にはやはり高すぎる、もともと高すぎる国保税ですね、これ

以上上がっても、住民の皆さん、だんだん払えなくなるということが目に見えています

ので、これについては、きちっと一般会計からの投入も検討していただきたいというこ

とも申しあげまして、終わります。  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第１３号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第１３号は、予算審査特別委員会に付託いたしま

す。 

次に、日程２１．議案第１４号  平成２９年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算に

ついてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第１４号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第１４号は、予算審査特別委員会に付託いたしま

す。 

次に、日程２２．議案第１５号  平成２９年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算につ

いてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第１５号に関する総括質疑を終結いたします。  
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ただいま議題となっております議案第１５号は、予算審査特別委員会に付託いたしま

す。 

次に、日程２３．議案第１６号  平成２９年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算に

ついてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第１６号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第１６号は、予算審査特別委員会に付託いたしま

す。 

次に、日程２４．議案第１７号  平成２９年度斑鳩町水道事業会計予算についてを議

題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第１７号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております議案第１７号は、予算審査特別委員会に付託いたしま

す。 

次に、日程２５．諮問第１号  人権擁護委員の推薦について意見を求めることについ

て（その１）、日程２６．諮問第２号  人権擁護委員の推薦について意見を求めること

について（その２）、日程２７．諮問第３号  人権擁護委員の推薦について意見を求め

ることについて（その３）、以上３議案を、会議規則第３７条の規定により一括議題と

し、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を省略することにご異議ございま

せんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、諮問第１号から諮問第３号までの３議案については一括議題とし、委員会付

託を省略いたします。  

理事者の提案説明を求めます。  

植村総務部長。  

○総務部長（植村俊彦君）  それでは、諮問第１号から諮問第３号の人権擁護委員の推薦

について意見を求めることについて（その１）から（その３）について、説明申しあげ

ます。 

現委員であります森田敬子氏、西尾雅央氏及び已波美津子氏の任期が、いずれも平成

２９年６月３０日をもって満了となりますことから、引き続き森田敬子氏を、また、西



 - 59 - 

尾雅央氏及び已波美津子氏の後任といたしまして、北山裕見子氏及び中井充啓氏を人権

擁護委員に推薦することについて、議会の意見を求めるものでございます。  

それでは、諮問第１号から順次、議案書を朗読させていただきまして、説明といたし

ます。 

まず、諮問第１号でございます。  

諮問第１号  

人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その１）  

標記について、下記の者を候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により、議会の意見を求めます。  

平成２９年３月１日 提出 

斑鳩町長 小城 利重 

記 

住  所  斑鳩町服部２丁目１２番３号  

氏  名  北山 裕見子 

生年月日  昭和２６年１月６日  

なお、北山裕見子氏の略歴につきましては、次のページに記載をいたしているとおり

でございます。朗読につきましては、省略をさせていただきます。  

続きまして、諮問第２号でございます。  

諮問第２号  

人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その２）  

標記について、下記の者を候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により、議会の意見を求めます。  

平成２９年３月１日 提出 

斑鳩町長 小城 利重 

記 

住  所   

氏  名  中井 充啓 

生年月日  昭和２５年４月１日  

なお、中井充啓氏の略歴につきましては、次のページに記載をしているとおりでござ

いまして、朗読につきましては、省略をさせていただきます。  

続きまして、諮問第３号でございます。  
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諮問第３号  

人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その３）  

標記について、下記の者を候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により、議会の意見を求めます。  

平成２９年３月１日 提出 

斑鳩町長 小城 利重 

記 

住  所  斑鳩町稲葉西１丁目７番４号  

氏  名  森田 敬子 

生年月日  昭和３５年６月１５日  

森田敬子氏の略歴につきましても、次のページに記載しているとおりでございまして、

朗読につきましては、省略をさせていただきます。  

以上をもちまして、説明とさせていただきますが、何とぞ満場一致で適任とのご意見

をいただきますよう、よろしくお願い申しあげます。  

○議長（中西和夫君）  お諮りいたします。  

諮問第１号 人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その１）につ

いては、質疑、討論を省略し、適任であるとの意見を付して答申することにご異議ござ

いませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、諮問第１号については、満場一致をもって適任であるとの意見を付して答申

することと決しました。 

続いてお諮りいたします。  

諮問第２号 人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その２）につ

いては、質疑、討論を省略し、適任であるとの意見を付して答申することにご異議ござ

いませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、諮問第２号については、満場一致をもって適任であるとの意見を付して答申

することと決しました。 

続いてお諮りいたします。  
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諮問第３号 人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その３）につ

いては、質疑、討論を省略し、適任であるとの意見を付して答申することにご異議ござ

いませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、諮問第３号については、満場一致をもって適任であるとの意見を付して答申

することと決しました。 

次に、日程２８．認定第１号  町道認定についてを議題とし、総括質疑をお受けいた

します。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、認定第１号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっております認定第１号は、建設水道常任委員会に付託いたします。  

次に、日程２９．同意第１号  斑鳩町監査委員の選任について同意を求めることにつ

いてを議題といたします。  

お諮りいたします。  

本案については、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を省略することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、同意第１号については、委員会付託を省略いたします。  

理事者の提案説明を求めます。  

植村総務部長。  

○総務部長（植村俊彦君）  同意第１号  斑鳩町監査委員の選任について同意を求めるこ

とについて、ご説明申しあげます。  

現監査委員の佐伯知輝氏の任期が平成２９年３月２８日をもって満了となりますこと

から、引き続き佐伯知輝氏を選任することについて、議会の同意を求めるものでござい

ます。 

それでは、議案書を朗読させていただきまして、説明といたしたいと思います。  

同意第１号 

斑鳩町監査委員の選任について同意を求めることについて  

標記について、下記の者を斑鳩町監査委員に選任したいので、地方自治法第１９６条



 - 62 - 

第１項の規定により、議会の同意を求めます。 

平成２９年３月１日 提出 

斑鳩町長 小城 利重 

記 

住  所   

氏  名  佐伯 知輝 

生年月日  昭和３６年１０月２日  

なお、佐伯知輝氏の略歴につきましては、次のページに記載をしているとおりでござ

いまして、朗読につきましては、省略をさせていただきます。  

以上をもちまして説明といたしますが、何とぞ満場一致でご同意賜りますよう、よろ

しくお願い申しあげます。  

○議長（中西和夫君）  お諮りいたします。  

同意第１号については、質疑、討論を省略し、原案に同意することにご異議ございま

せんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、同意第１号については、満場一致で同意いたされました。  

次に、日程３０．同意第２号  斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求め

ることについて（その１）、日程３１．同意第３号  斑鳩町政治倫理審査会委員の選任

について同意を求めることについて（その２）、日程３２．同意第４号  斑鳩町政治倫

理審査会委員の選任について同意を求めることについて（その３）、日程３３．同意第

５号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて（その４）、

日程３４．同意第６号  斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることに

ついて（その５）、日程３５．同意第７号  斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について

同意を求めることについて（その６）、日程３６．同意第８号  斑鳩町政治倫理審査会

委員の選任について同意を求めることについて（その７）、以上７議案を、会議規則第

３７条の規定により一括議題とし、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を

省略することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、同意第２号から同意第８号までの７議案については一括議題とし、委員会付
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託を省略いたします。  

理事者の提案説明を求めます。  

植村総務部長。  

○総務部長（植村俊彦君）  それでは、同意第２号から同意第８号の斑鳩町政治倫理審査

会委員の選任について同意を求めることについての（その１）から（その７）について、

説明申しあげます。  

現委員であります岡田義治氏、中 達也氏、郡山尚氏、 川裕子氏、 田尚子氏、泉

武男氏及び山岸辰夫氏の任期がいずれも平成２９年３月３１日をもって満了となります

ことから、引き続いて中 達也氏、郡山尚氏、 田尚子氏を、また、岡田義治氏及び

川裕子氏の後任といたしまして、浅野浩子氏及び小野英子氏を、さらに、公募による委

員として、引き続き泉武男氏を、また、新たに 田建 郎氏を同委員として選任するこ

とについて、議会の同意を求めるものでございます。  

それでは、同意第２号から順次議案書を朗読させていただきまして、説明といたしま

す。 

まず、同意第２号からでございます。  

同意第２号  

斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて（その１）  

標記について、下記の者を斑鳩町政治倫理審査会委員に選任したいので、斑鳩町政治

倫理条例第５条第２項の規定により、議会の同意を求めます。  

平成２９年３月１日 提出 

斑鳩町長 小城 利重 

記 

住  所  斑鳩町目安４丁目１番２４号  

氏  名  郡山 尚 

生年月日  昭和２１年４月２６日  

郡山尚氏の略歴につきましては、次のページに記載のとおりでございますので、朗読

につきましては、省略をさせていただきます。  

次に、同意第３号でございます。  

同意第３号  

斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて（その２）  

標記について、下記の者を斑鳩町政治倫理審査会委員に選任したいので、斑鳩町政治
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倫理条例第５条第２項の規定により、議会の同意を求めます。  

平成２９年３月１日 提出 

斑鳩町長 小城 利重 

記 

住  所  斑鳩町服部２丁目１８番７号  

氏  名   達也 

生年月日  昭和４０年２月２２日  

も、次のページに記載いたしているとおりでございま

して、朗読につきましては、省略をさせていただきます。  

次に、同意第４号でございます。  

同意第４号  

斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて（その３）  

標記について、下記の者を斑鳩町政治倫理審査会委員に選任したいので、斑鳩町政治

倫理条例第５条第２項の規定により、議会の同意を求めます。  

平成２９年３月１日 提出 

斑鳩町長 小城 利重 

記 

住  所   

氏  名  浅野 浩子 

生年月日  昭和５１年４月２２日  

浅野浩子氏の略歴につきましても、次のページに記載をいたしているとおりでござい

ますので、朗読につきましては、省略をさせていただきます。  

次に、同意第５号でございます。  

同意第５号  

斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて（その４）  

標記について、下記の者を斑鳩町政治倫理審査会委員に選任したいので、斑鳩町政治

倫理条例第５条第２項の規定により、議会の同意を求めます。  

平成２９年３月１日 提出 

斑鳩町長 小城 利重 

記 

住  所   
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氏  名  小野 英子 

生年月日  昭和２８年１０月５日  

小野英子氏の略歴につきましても、次のページに記載しているとおりでございまして、

朗読につきましては、省略をさせていただきます。  

次に、同意第６号でございます。  

同意第６号  

斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて（その５）  

標記について、下記の者を斑鳩町政治倫理審査会委員に選任したいので、斑鳩町政治

倫理条例第５条第２項の規定により、議会の同意を求めます。  

平成２９年３月１日 提出 

斑鳩町長 小城 利重 

記 

住  所   

氏  名   尚子 

生年月日  昭和４１年３月７日  

氏の略歴につきましても、次のページに記載しているとおりでございます。

朗読につきましては、省略をいたします。  

次に、同意第７号でございます。  

同意第７号  

斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて（その６）  

標記について、下記の者を斑鳩町政治倫理審査会委員に選任したいので、斑鳩町政治

倫理条例第５条第２項の規定により、議会の同意を求めます。  

平成２９年３月１日 提出 

斑鳩町長 小城 利重 

記 

住  所  斑鳩町神单５丁目１５番３２号  

氏  名  泉 武男  

生年月日  昭和２６年１２月７日  

泉武男氏の略歴につきましても、次のページに記載しているとおりでございす。朗読

につきましては、省略をいたします。  

次に、同意第８号でございます。  



 - 66 - 

同意第８号  

斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて（その７）  

標記について、下記の者を斑鳩町政治倫理審査会委員に選任したいので、斑鳩町政治

倫理条例第５条第２項の規定により、議会の同意を求めます。  

平成２９年３月１日 提出 

斑鳩町長 小城 利重 

記 

住  所   

氏  名    

生年月日  昭和２０年２月２１日  

なお、 氏の略歴につきましても、次のページに記載をしているとおりでご

ざいます。朗読については、省略をさせていただきます。  

以上をもちまして説明といたしますが、何とぞ満場一致で同意賜りますよう、よろし

くお願い申しあげます。 

○議長（中西和夫君）  お諮りいたします。  

同意第２号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて

（その１）については、質疑、討論を省略し、原案に同意することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、同意第２号については、満場一致で同意いたされました。  

続いてお諮りいたします。  

同意第３号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて

（その２）については、質疑、討論を省略し、原案に同意することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、同意第３号については、満場一致で同意いたされました。  

続いてお諮りいたします。  

同意第４号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて

（その３）については、質疑、討論を省略し、原案に同意することにご異議ございませ
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んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、同意第４号については、満場一致で同意いたされました。  

続いてお諮りいたします。  

同意第５号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて

（その４）については、質疑、討論を省略し、原案に同意することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、同意第５号については、満場一致で同意いたされました。  

続いてお諮りいたします。  

同意第６号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて

（その５）については、質疑、討論を省略し、原案に同意することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、同意第６号については、満場一致で同意いたされました。  

続いてお諮りいたします。  

同意第７号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて

（その６）については、質疑、討論を省略し、原案に同意することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、同意第７号については、満場一致で同意いたされました。  

続いてお諮りいたします。  

同意第８号 斑鳩町政治倫理審査会委員の選任について同意を求めることについて

（その７）については、質疑、討論を省略し、原案に同意することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 
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よって、同意第８号については、満場一致で同意いたされました。  

次に、日程３７．陳情第１号  介護保険制度の見直しに対する陳情書についてを議題

といたします。  

ただいま議題となっております陳情第１号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程３８．報告第２号  平成２９年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告に

ついてを議題といたします。  

お諮りいたします。  

本案については、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を省略することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、報告第２号については、委員会付託を省略いたします。  

理事者の報告を求めます。  

植村総務部長。  

○総務部長（植村俊彦君）  それでは、報告第２号  平成２９年度斑鳩町文化振興財団事

業計画の報告についてでございます。  

まず、議案書を朗読いたします。  

報告第２号  

平成２９年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告について  

標記について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告し

ます。 

平成２９年３月１日 提出 

斑鳩町長 小城 利重 

それでは、議案書をめくっていただきまして、資料の平成２９年度斑鳩町文化振興財

団事業計画及び予算に基づきまして、ご説明申しあげます。  

まず、１ページでございます。平成２９年度事業計画でございます。  

（１）の地域文化の振興事業、地域の文化に関する情報等の収集及び提供事業でござ

います。①の公演・文化講座事業でございます。これは、地域の住民の皆様に文化事業

を提供し、地域文化を活性化することにより文化振興を行う事業でございます。３２事

業を行う計画で、事業費の合計は、４，０５１万５，０００円でございます。  

その内訳ですが、まず、１の自主文化事業でございます。これは、財団の自主公演と
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して開催する事業でございまして、その１つ目の住民参加型事業につきましては、新年

度は、前年度と同様の６事業で、その事業費は、合計５２０万円でございます。２つ目

の育成型事業につきましても、新年度は、前年度と同様９事業であり、その事業費は、

２６３万円となっております。３つ目の芸術文化鑑賞型事業は、新年度は、前年度より

１事業減の１１事業で、その事業費は、６６７万４，０００円でございます。荒井敦

子・高石ともやコンサートを新規事業として行うことといたしております。  

以上が自主文化事業でございますが、これらの事業の概要につきましては、次の２ペ

ージから４ページにかけまして、事業名、開催日、事業費、収入の見込みなどを記載い

たしておりますので、後ほどごらんいただければというふうに思います。  

次に、２の受託事業でございます。町から委託を受けて開催する事業でございまして、

５事業で、１，２５２万４，０００円を計上いたしております。町制７０周年及びいか

るがホールの開館２０周年事業といたしまして、オカリナ奏者の宗次郎のコンサート、

金剛流宗家の斑鳩のコンサート、相川七瀬・古代舞（米）コンサートを開催するほか、

宝くじ社会貢献広報事業であります宝くじふるさとワクワク劇場や、ＮＨＫ奈良放送局

との共催事業を予定いたしているところでございます。  

次に、３つ目の友の会事業でございます。いかるがホールの文化事業を促進するため、

友の会を編成し、文化情報の収集、提供を行うものでございますが、事業費は８８万円

を計上いたしております。  

次に、４の共通でございます。これは、公演・文化講座事業に共通でかかる経費でご

ざいます。新年度の事業費といたしまして、１，２６０万７，０００円を計上いたした

ものでございます。  

続いて、（２）の地域の文化活動拠点の管理・運営に関する事業でございます。  

まず、①の斑鳩町文化振興センターの管理及び運営事業でございます。これは、斑鳩

町から指定管理者の指定を受けまして、斑鳩町文化振興センターのホール部分の管理運

営を実施するものであり、事業費は、１億１，９２４万２，０００円でございます。こ

れに対します収益は、指定管理料収益といたしまして９，４９８万５，０００円、使用

料収益が２，４００万円と見込んでいるところでございます。  

その事業の内訳でございますが、１の公益目的利用に関する施設管理及び施設貸与事

業は、いかるがホールを文化、福祉活動等の公益目的利用に貸与し、ホールを管理運営

するものでありまして、事業費は、１億１，１８９万３，０００円でございます。  

次に、２の公益目的外利用に関する施設管理及び施設貸与事業は、公益目的に使用さ
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れていない施設を収益活動等の公益目的外利用に貸与を行うものでありまして、事業費

は、７３４万９，０００円でございます。  

続いて、②の斑鳩町立図書館の管理事業でございます。これは、斑鳩町教育委員会と

管理委託契約を締結し、斑鳩町文化振興センターの図書館部分の管理を実施するもので、

事業費は、１，５４５万５，０００円でございます。  

以上が、平成２９年度の事業計画でございます。  

続きまして、６ページから７ページにかけましての正味財産増減予算書についてでご

ざいます。こちらは、公益目的事業会計、収益事業会計、法人会計の３会計を合算し、

法人全体の財産の増減を前年度比較したものでございます。平成２９年度は、雅楽講座

で使用いたします楽器の新規取得を予定いたしておりますことから、現当期経常増減額

は、資産取得予定価格から什器備品減価償却額と車両運搬具減価償却額を控除した額、

１０９万９，０００円の増となります。７ページの一番下でございます、正味財産期末

残高が、その結果として、１億４１６万９，０００円となるものでございます。  

次に、１１ページでございます。Ａ３版の用紙でございますが、これにつきましては、

正味財産増減予算書を各会計、そして事業別、さらに、公１の公演・文化講座事業では

その事業区分別に表示したものでございます。これらの内容につきましては、１２ペー

ジ以降の予算科目ごとにご説明申しあげたいと思います。  

それでは、１２ページをお開きいただきたいと思います。１２ページの公益目的事業

会計でございます。  

まず、公１．公演・文化講座事業でございます。この事業につきましては、自主文化

事業、受託事業、友の会事業、共通の４つにわけて説明申しあげます。  

まず、自主文化事業でございます。財団の自主公演として開催する事業でございます。  

まず、（１）の経常収益についてでございます。科目の②事業収益は、自主事業の収

益でございまして、予算額は、１，１１８万６，０００円でございます。チケット販売

収入及び講座受講料の合計でございます。前年度との比較では、３５２万５，０００円

の減となっております。 

次に、１３ページの（２）経常費用でございます。①の事業費で、予算額は、１，４

５０万４，０００円でございます。前年度との比較では、３５９万円の減となっており

ます。節ごとの金額は、記載のとおりでございます。収益、費用とも減額となっており

ますが、主に大ホールでの開催事業の減によるものでございます。  

続きまして、そのページの中ほど、受託事業についてでございます。  
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（１）の経常収益、③の受託事業収益は、予算額が１，２５２万４，０００円で、斑

鳩町から委託を受けた受託事業を開催する経費の受け入れでございます。  

（２）の経常費用、①の事業費は、予算額１，２５２万４，０００円でございます。

節ごとの金額は、記載のとおりでございます。ともに、前年度の比較では、１，２０２

万４，０００円の増でありますけれども、先ほど申しました町からの受託事業が増加す

ることが理由でございます。  

続きまして、１４ページの友の会事業でございます。  

（１）の経常収益、⑤の受取会費でございますが、予算額は８８万円でございます。

友の会の年会費の受け取りでございます。個人会員が５８０人、法人会員口数が１００

口を見込んだものでございます。  

（２）の経常費用の①事業費は、予算額８８万円で、友の会会員への案内送付等の費

用でございます。  

続きまして、その下の共通でございます。  

（１）の経常収益、④の受取補助金等は、予算額１，７３８万円で、町からの公１．

公演・文化講座事業に係る補助金の受け取りでございます。前年度との比較では、２８

４万２，０００円の増となっております。これは、雅楽の楽器購入に係る補助金の受け

入れによるものでございます。  

（２）の経常費用、①の事業費は、予算額１，２６０万７，０００円で、公１．公演

文化講座事業に係ります人件費、雅楽楽器の什器備品減価償却額でございます。前年度

比較では、９３万円の増となっております。主に、雅楽の楽器購入に係ります減価償却

費の増によるものでございます。  

次に、１５ページでございます。公２のホール管理・貸与事業です。斑鳩町文化振興

センターのホール部分の管理運営及び文化活動等公益目的使用に係る施設の貸与事業で

ございます。  

（１）の経常収益、③の受託事業収益は、予算額１，７５１万３，０００円で、文化

振興センターの公益目的利用による施設使用料収益でございます。前年度比較では、３

７万４，０００円の増でございます。  

（２）の経常費用、①の事業費は、予算額１億１，１８９万３，０００円で、前年度

比較では、１５６万１，０００円の増となっております。各費用は記載のとおりでござ

いますけれども、主に修繕料の増あるいは光熱水費に係ります電気料金の再エネルギー

発電促進賦課金等の卖価の増によるものでございます。  
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次に、１６ページの公１，公２共通でございます。こちらは、公益目的事業全体に係

る費用の受け入れとなり、指定管理料収益と雑収益の合計でございます。  

（１）の経常収益、③の受託事業収益、指定管理料収益でございますけれども、予算

額は、８，８８６万円でございます。指定管理料は、公２．ホール管理・貸与事業に対

する受け入れでありますが、決算におきまして収益が出れば、その収支差益を公１の公

演文化講座事業の事業費の事業に充当いたしますことから、公益目的事業に共通する収

益として共通に計上いたしているものでございます。前年度比較では、８４万１，００

０円の増となっておりまして、こちらも、修繕料の増あるいは光熱水費におけます電気

料金の再エネルギー発電促進賦課金等の卖価の増によるものでございます。  

⑥の雑収益は、予算額が２５万２，０００円でございまして、事業等イベント参加者、

ホール利用者、不特定多数の方に対します自動販売機や公衆電話の利用の収益でござい

まして、公益目的事業全体に共通するものでございます。  

次に、１７ページでございます。収益事業等会計でございます。  

収１のホール管理・貸与事業では、収益事業等目的での施設利用に係る貸与事業でご

ざいます。  

（１）の経常収益、③の受託事業収益は、予算額が１，２６１万２，０００円で、収

１のホール管理・貸与事業に係ります光熱水費の受け入れであります指定管理料と、そ

れから、公益目的外使用による施設利用の使用料収益となります。前年度比較といたし

ましては、１２万円の減となっております。  

（２）の経常費用、①の事業費は、予算額が７３４万９，０００円で、公益目的外の

施設利用に係ります人件費、需用費等でございます。各費用は記載のとおりでございま

すが、前年度比較で、１６万７，０００円の増となっております。  

次に、その下の、収２．図書館管理事業でございます。  

（１）の経常収益、③の受託事業収益は、予算額１，５４５万５，０００円で、町立

図書館の管理に係る費用の受け取りでございます。  

（２）の経常費用、①の事業費は、経常収益の予算額と同額の１，５４５万５，００

０円でございます。費用の明細は、記載のとおりでございます。  

続きまして、１８ページの法人会計でございます。  

（１）の経常収益、①の基本財産運用益は、予算額２万５，０００円で、基本財産１

億円を金融機関へ預け入れました受取利息となっております。④の受取補助金等は、予

算額１１８万２，０００円で、町からの財団運営補助となっております。前年度比較で
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は、２，０００円の減となっております。  

（２）の経常費用、②の管理費でございます。１５５万８，０００円の予算となって

おります。前年度比較では、２，０００円の減でございます。  

以上で説明を終わらせていただきますが、この報告議案につきましては、去る２月８

日の財団の理事会において決定をされまして、２月１５日の財団評議員会において承認

を得ていること、あわせてご報告申しあげます。  

以上で、報告第２号 平成２９年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告についての説

明といたします。ご了承賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。  

○議長（中西和夫君）  報告が終わりましたので、本案について、質疑をお受けいたしま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、報告第２号に関する質疑を終結いたします。  

報告第２号 平成２９年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告についてを終わります。  

以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。  

明２日から５日までは休会、６日は午前９時から一般質問を予定しておりますので、

定刻にご参集をお願いいたします。  

本日は、これをもって散会いたします。  

長時間、大変ご苦労さまでございました。  

（午後０時５５分 散会） 


